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１．計画の目的 

 これまでの経過と本計画の目的 

本市では、行財政経営の 上位計画である第 5 次鴻巣市総合振興計画（平成 19 年度～

平成 28 年度）における土地利用構想にて、「医療・福祉・産業集積地ゾーン」に位置付け

られた一般国道 17 号と熊谷バイパスに挟まれた市街化調整区域において、道の駅整備に

向けて鴻巣市「道の駅」基本構想懇話会やワークショップを開催し、平成 27 年 3 月に鴻

巣市「道の駅」基本構想を策定しました。 

その後、平成 29 年度を始期とする第 6 次鴻巣市総合振興計画においても、引き続き推

進の必要性が定められる中、鴻巣市「道の駅」基本計画は、「道の駅」基本構想を基にテ

ーマやコンセプトを設定し、施設整備やゾーニング、管理運営の方針を示すとともに事業

の進め方を整理するものです。  
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 上位及び関連計画 

１-２-１ 第 6 次鴻巣市総合振興計画（平成 29 年 3 月） 
本市では、行財政運営の 上位計画として、平成 29 年 3 月に第 6 次鴻巣市総合振興計

画を策定しています。 

この第 6 次総合振興計画では、人口減少社会が本格的に到来する中で、「いかに人口減

少の抑制と人口減少社会への適応（準備）をしていくか」を 重要課題と捉えながら、こ

の解決のための長期的視点に立ったまちづくりの理念と方向性を示した「基本構想（平成

29 年度～平成 38 年度）」と、この基本構想実現のための施策ごとの目指す姿を示した「前

期基本計画（平成 29 年度～平成 33 年度）」を、それぞれ定めています。 

基本構想においては、第 6 次鴻巣市総合振興計画を推進する根幹の考え方として、 

 すべての「人」が文化に親しみ､安全･安心､そして快適な暮らしを守るまちづくり 

 「花」を生かした個性的で魅力的なまちづくり 

 河川や田園など豊かで美しい「緑」を守り育てるまちづくり 

を基本理念の 3 つの柱とし、次の将来都市像を掲げました。 

「花かおり 緑あふれ 人輝くまち こうのす」 

また、土地利用の方向性を定めるゾーン別土地利用構想では、一般国道 17 号及び熊谷

バイパス・上尾道路の交通結節点であり、北鴻巣駅からも徒歩圏である、下記土地利用構

想図「交流・産業ゾーン」において、ゾーンのもつポテンシャルを 大限活用し、道の駅

を中心とする都市と農地の調和が生み出す、「人・モノの交流と賑わい」が創生される交

流・産業拠点の形成を図るものとされております。 

一方、前期基本計画においては、政策 5「産業に関する政策」の施策 2「農業の振興」

において、農業経営安定化のため、付加価値を生み出す質の高い生産体制を確立するとと

もに、市内外で消費される環境づくりが不可欠であり、販促拠点としての道の駅を創設す

るなど、農作物の流通・販路拡大に積極的に取り組むものとされています。 

 

■土地利用構想図 
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１-２-２ 鴻巣市まち・ひと・しごと創生総合戦略（平成 28 年 3 月） 
本市では、総合振興計画と連動し、人口減少の抑制と人口減少社会への対応を横断的計

画として、平成 28 年 3 月に「鴻巣市まち・ひと・しごと創生総合戦略（平成 27 年度～

平成 31 年度）」を策定しています。 

この戦略では、2040 年の人口を国立社会保障・人口問題研究所（以下「社人研」とい

う。）推計値（平成 28 年 3 月時点）より、3,300 人増加させる目標を示しています。 

そして、この実現に向けた取組の一つとして、『基本目標④ まちににぎわいと活力を

もたらす、産業基盤の充実したまちづくり』の中で、「地産地消の推進と競争力の強化」

「情報発信、魅力ＰＲの強化の推進」等が定められ、特に地産地消の推進と競争力の強化

に向けた具体的な取組として、農産物販売拠点としての「道の駅整備検討」を進めること

を位置付けています。 

 
資料：鴻巣市まち・ひと・しごと創生総合戦略（平成 28 年 3 月） 

 

  

112,654 人 
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１-２-３ 鴻巣市「道の駅」基本構想（平成 27 年 3 月） 
 整備コンセプト 

平成 27 年 3 月に策定された鴻巣市「道の駅」基本構想において、地域固有の既存資源

を活用しながら、より多くの人々を引き寄せる「市内観光の強化」をテーマとした「広域

交流拠点」づくりを目指すこととしました。 

 

 整備方針 

 鴻巣市民はもとより、市外から訪れるより多くの人々が、目的地とするような施設を

目指します。 

 これと同時に、住宅系市街地との近接性にも配慮しつつ、誰もがいつでも気軽に訪れ、

半日あるいは終日過ごしたくなるような施設を目指します。 

 販売施設で扱う商品や提供する各種情報は、地場産、あるいは地元情報を中心とし、

情報発信拠点としての役割も重要視します。 

 整備候補地は、農業振興地域農用地区域であることを勘案し、特に地場農業の発展に

資する施設を目指します。 

 より多くの立ち寄り客を確保すべく、一般国道 17 号と熊谷バイパスとの両幹線道路

から場内をより安全かつ円滑に連絡する自動車動線を確保します。 

 

 導入適正機能 

①休憩機能 

  ●駐車場・駐輪場等 

  ●情報案内コーナー、トイレ 

  ●多目的・イベント広場 

②地域振興機能 

  ●農産物直売所 

  ●特産品販売所 

  ●農産物加工所 

  ●郷土料理レストラン 

  ●フラワーパーク 

③地域防災機能 
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 計画地 

１-３-１ 候補地の選定 
 候補路線の検証 

「道の駅」の整備候補路線の選定にあたっては、市内の道路のうち、広域的で主要な幹

線道路を候補路線として設定することにより、道路休憩施設としてのニーズに対応する

ことができます。 

本市には、一般国道の他 7 路線の主要地方道がありますが、改めて総合振興計画土地

利用構想の実現プランとしての妥当性を検証するため、平成 28 年度にこれらの 9 路線を

「道の駅」の整備検証路線とした基礎調査を行いました。 

 

【「道の駅」の「整備候補路線」交通量（H22 道路交通センサス）】 

路線名 観測地点 
24 時間自動車交通量（台） 

小型 大型 合計 

一般国道 17 号 箕田 4040 40,989 8,689 49,678 

熊谷バイパス 箕田 1897 18,942 7,655 26,597 

主要地方道東松山鴻巣線 丸貫 913 11,524 4,544 16,068 

主要地方道行田東松山線 下忍 1245 12,241 3,211 15,452 

主要地方道加須鴻巣線 笠原 4869 9,713 2,752 12,465 

主要地方道さいたま鴻巣線 松原 1-12 10,687 1,084 11,771 

主要地方道鴻巣羽生線 屈巣 2734 8,990 1,783 10,773 

主要地方道行田蓮田線 笠原 929 7,653 1,676 9,329 

主要地方道鴻巣川島線 中井 149-1 4,865 695 5,560 

鴻巣羽生線 

熊谷バイパス 

国道 17 号 

加須鴻巣線 

さいたま鴻巣線 
上尾道路
（計画線） 

行田東松山線 

行田蓮田線 

東松山鴻巣線 

鴻巣川島線 
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 検証路線ごとの候補エリアと必要面積 

検証路線ごとの「道の駅」必要面積を踏まえ、これらの面積が確保できる一次候補エリア（①～⑪）

を下図のとおり選定しました。なお、一部の路線においては、「道の駅」必要面積を確保できるエリア

が存在しなかったため、 大限の面積が確保できるエリアを選定しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

■一次検証エリア一覧 

検証エリア 

⾯積確保の
可否

⼀般国道17号 38,908

⼀般国道17号（熊⾕バイパス） 31,736

② 主要地⽅道東松⼭鴻巣線 滝⾺室地内 23,469 否 約0.5haのみ
③ 主要地⽅道⾏⽥東松⼭線 鎌塚地内 21,110 可
④ 主要地⽅道加須鴻巣線 上⾕地内 19,019 可
⑤ 主要地⽅道さいたま鴻巣線 原⾺室地内 15,463 否 約0.8haのみ
⑥ 主要地⽅道鴻巣⽻⽣線 広⽥地内 16,456 可
⑦ 主要地⽅道⾏⽥蓮⽥線 屈巣地内 16,090 可
⑧ 主要地⽅道鴻巣川島線 糠⽥地内 13,283 可

⑨ 主要地⽅道加須鴻巣線
（上⾕総合公園） 上⾕地内 19,019 可

⑩ ⼀般国道17号（熊⾕バイパス）
（鴻巣フラワーセンター） 寺⾕地内 31,736 可

⑪ 主要地⽅道鴻巣⽻⽣線
（川⾥中央公園） 屈巣地内 16,456 可

備考

① 箕⽥地内 可

№ 路線名 候補エリア 道の駅必要⾯積
合計（㎡）
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ス) 
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 候補エリアの評価及び 終候補地の選定 

候補に選定されたエリアを、道路休憩機能、情報発信機能、地域の連携機能、その他から評価（下

表）した結果、一般国道 17 号と熊谷バイパスに接続する①箕田地内が 終候補エリアとして妥当で

あると示されました。当該地域は、都心と上越方面を結ぶ道路として道路交通量も突出して多い一般

国道17号に面しており、「道の駅」の各機能が効果的に発揮できる箇所と位置付けることができます。 

 

〇＝５、△＝３、×＝０（70 点満点） 

 

機
能 

評価項目 ①箕田地内 ②滝馬室地内 ③鎌塚地内 ④上谷地内 ⑤原馬室地内 ⑥広田地内 

道
路
休
憩
機
能 

道路交通量 
（台） 

多い 
（49,678） 

普通 
（16,068） 

普通 
（15,452） 

普通 
（12,465） 

普通 
（11,771） 

普通 
（10,773） 

評価 ○ △ △ △ △ △ 

夜間交通量 
（台） 

多い 
（17,389） 

普通 
（4,672） 

普通 
（4,006） 

普通 
（3,232） 

普通 
（3,597） 

少ない

（2,793） 

評価 ○ △ △ △ △ × 

交通利便性 良い（国道） 普通（県道） 普通（県道） 普通（県道） 普通（県道） 普通（県道） 

評価 ○ △ △ △ △ △ 

情
報
発
信
機
能 

道路交通情報 重要 普通 普通 普通 普通 普通 

評価 ○ △ △ △ △ △ 

観光情報 重要 重要 普通 普通 普通 普通 

評価 ○ ○ △ △ △ △ 

防災情報 重要 重要 重要 普通 重要 重要 
評価 ○ ○ ○ △ ○ ○ 

地
域
の
連
携
機
能 

所在位置 地域の中間点 西部 北西部 中央部 南部 やや北部 

評価 ○ △ × ○ × △ 

昼間交通量 
（台） 

多い 
（32,289） 

普通 
（11,396） 

普通 
（11,446） 

普通 
（9,233） 

普通 
（8,147） 

普通 
（7,980） 

評価 ○ △ △ △ △ △ 

周辺観光 さきたま緑道 川幅日本一 水管橋日本一 特になし 特になし 特になし 

評価 ○ ○ ○ × × × 

景観 
良い 

（眺望） 
悪い 

（住宅地） 
普通 

（農住混在） 
普通 

（農住混在） 
普通 

（農住混在） 
良い 

（眺望） 
評価 ○ × △ △ △ ○ 
将来性 拡張可 拡張不可 拡張可 拡張可 拡張不可 拡張可 
評価 ○ × ○ ○ × ○ 

そ
の
他 

上位計画 総合振興計画 位置付けなし 位置付けなし 位置付けなし 位置付けなし 位置付けなし 

評価 ○ △ △ △ △ △ 
法適合性 農業振興地域 生産緑地 農業振興地域 農業振興地域 農業振興地域 農業振興地域 
評価 △ △ △ △ △ △ 
その他 上尾道路 用地不足 近接地 特になし 用地不足 特になし 
評価 ○ × △ △ × △ 
評価合計 68 39 45 43 32 42 
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機
能 

評価項目 ⑦屈巣地内 ⑧糠田地内 ⑨上谷総合公園 
⑩鴻巣フラワー

センター 
⑪川里中央公園 

道
路
休
憩
機
能 

道路交通量

（台） 
少ない

（9,329） 
少ない

（5,560） 
普通 

（12,465） 
多い 

（26,597） 
普通 

（10,773） 

評価 × × △ ○ △ 

夜間交通量

（台） 
少ない

（2,419） 
少ない

（1,699） 
普通 

（3,232） 
多い 

（9,097） 
少ない

（2,793） 

評価 × × △ ○ × 

交通利便性 普通（県道） 普通（県道） 悪い（市道） 悪い（市道） 悪い（市道） 

評価 △ △ × × × 

情
報
発
信
機
能 

道路交通情報 普通 普通 普通 重要 普通 
評価 △ △ △ ○ △ 
観光情報 普通 普通 普通 普通 普通 
評価 △ △ △ △ △ 
防災情報 重要 普通 普通 普通 普通 
評価 ○ △ △ △ △ 

地
域
の
連
携
機
能 

所在位置 ほぼ中央部 北西部 東部 ほぼ中央部 東部 

評価 ○ △ △ ○ × 

昼間交通量

（台） 
普通 

（7,653） 
少ない 

（3,861） 
普通 

（9,233） 
普通 

（17,500） 
普通 

（7,980） 

評価 △ × △ △ △ 

周辺観光 元荒川 武蔵水路 元荒川 花き生産地 花久の里 

評価 △ △ △ ○ ○ 

景観 
普通 

（新幹線隣接） 
普通 

（農住混在） 
良い 

（眺望） 
普通 

（農住混在） 
良い（眺望） 

評価 △ △ ○ △ ○ 

将来性 拡張可 拡張可 拡張可 拡張可 拡張可 

評価 ○ ○ ○ ○ ○ 

そ
の
他 

上位計画 位置付けなし 位置付けなし 位置付けなし 位置付けなし 位置付けなし 

評価 △ △ △ △ △ 

法適合性 農業振興地域 農業振興地域 農業振興地域 農業振興地域 農業振興地域 
評価 △ △ △ △ △ 
その他 特になし 特になし 上谷公園隣接 花き主産地 川里公園隣接 
評価 △ △ ○ ○ ○ 
評価合計 42 35 45 53 41 
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 終候補地 

終候補地は、基礎調査結果を踏まえ、熊谷バイパス沿道西側とします。 

 

 

 
候補地位置図  

候補地 
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 道の駅の概要 

１-４-１ 道の駅とは 
長距離ドライブが増え、女性や高齢者のドライバーが増加するなかで、道路交通の円滑

な「ながれ」を支えるため、一般道路にも安心して自由に立ち寄れ、利用できる快適な休

憩のための「たまり」空間が求められています。 

また、人々の価値観の多様化により、個性的で遊び心のある空間が望まれており、これ

ら休憩施設では、沿道地域の文化、歴史、名所、特産物などの情報を活用し多様で個性豊

かなサービスを提供することができます。 

さらに、これらの休憩施設が個性豊かな賑わいのある空間となることにより、地域の核

が形成され、活力ある地域づくりや、道を介した地域連携が促進されるなどの効果も期待

されます。 

こうしたことを背景として、道路利用者のための「休憩機能」、道路利用者や地域の方々

のための「情報発信機能」、そして「道の駅」をきっかけに、まちとまちとが手を結び活

力ある地域づくりをともに行うための「地域の連携機能」、の 3 つの機能を併せ持つ休憩

施設「道の駅」が誕生しました。 

 

 
資料：国土交通省 HP 

  



12 
 

１-４-２ 道の駅ができるまで 
どんな道の駅にするのか、なぜ道の駅が必要なのかなど、基本的な考え方や方向性を全

体構想計画（本市では「基本構想（平成 27 年 3 月）」）としてとりまとめ、道路管理者に

相談しながら事業計画（本市では「基本計画」）として具体化していきます。 

その後、関係機関との調整や設計、工事を経て施設等が完成した後、国土交通省に道の

駅として登録されれば、「道の駅」として施設をオープンさせることができます。 

 

 

資料：国土交通省 HP 
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２．鴻巣市の概要 

 地勢 

本市は、都心から約 50km 圏、埼玉県のほぼ中央に位置し、概ね起伏の少ない平坦な地

形からなっています。南西部には荒川が、中央部には元荒川がそれぞれ南東方向に向かっ

て流れている他、北部には野通川や見沼代用水が流れ、水に恵まれた緑豊かな地域が形成

されています。 

鉄道は、都心方面及び高崎方面に連絡する JR 高崎線が通り、通勤・通学の主要な交通

手段となっています。 

道路は、一般国道 17 号及び熊谷バイパスなどの広域的な幹線道路を骨格として道路網

が形成され、首都圏と上信越方面を結ぶ交通の要衝となっています。今後、一般国道 17

号のバイパスである上尾道路の整備が進むことにより、さらなる交通機能の充実が図ら

れます。 

このような状況から、交通の利便性に恵まれ、都市発展の優位性が高い状況にあります。 
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 歴史・沿革 

鴻巣市の歴史は古く、約 20,000 年前の旧石器時代まで遡り、その足跡は市域南部の大

宮台地に残されています。 

前方後円墳が築かれた古墳時代では、生出

塚遺跡が東国 大級の埴輪生産地として有名

で、そこで発見された大型の人物埴輪などの

「生出塚埴輪窯跡出土品（70 点）」が、平成 17 

年 6 月に国の重要文化財に指定されました。

また、かつて武蔵国造（むさしくにのみやつ

こ）である笠原直使主（かさはらのあたいお

み）が、現在の笠原の辺りに住み、一時この地

が武蔵の国府となったことから、「国府の州

（こくふのす）」と呼ばれたのが始まりとさ

れ、それが「こふのす」となり、後に「コウノ

トリ伝説」から「鴻巣」の字をあてはめるよう

になったと言われています。 

江戸時代に入り、中山道が定められると宿

駅が設置され、中山道の他にも日光脇往還や

忍・館林道が通じるなど交通の要衝となり、県

内屈指の宿場として賑わい、吹上村は旅人が

休息する間の宿として栄えました。また、荒川

の水運を活かし、鴻巣・吹上には荒川舟運の河

岸が成立し、御成河岸や糠田河岸が流通拠点

として栄えました。 

さらに、昔から豊かな自然環境による優れ

た鷹場であった鴻巣には、鴻巣御殿（徳川将軍

家が旅行の際に宿泊する施設）が築かれ、徳川

家康・秀忠・家光三代にわたって使用された記

録が残されています。 

一方、上谷新田（人形町）では、江戸時代中

頃から人形作りが始められ、やがては関東三

大雛市のひとつに数えられるまでに成長を遂

げました。明治期には高度な技術と優れた品

質で「鴻巣びな」の名は全国に知れ渡るように

なり、現在も中山道沿いの人形町には人形に

関連する業者が並んでおり、鴻巣市を代表す

る産業として継承されています。 

また貴重な伝統工芸として伝えられ、人形

町に伝承される「鴻巣の赤物製作技術」は、平

成 23 年 3 月に国の重要無形民俗文化財とし

生出塚遺跡の出土品 
（クレアこうのす歴史民俗コーナー） 

「江戸図屏風」の鴻巣御殿 
（国立歴史民俗博物館蔵） 

「岐岨街道 鴻巣 吹上冨士遠望」 
（1835-1837 年 渓斎英泉 画）

鴻巣びな 
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て指定されました。 

戦後、鴻巣市の気候風土に適したパンジー

の生産から始まった「花き生産」は、生産品種

の増加や生産効率の向上など、発展・拡大が図

られ、現在では東日本 大級の花き市場であ

る「鴻巣フラワーセンター」が整備されるとと

もに、全国に誇るブランドとして市民に愛さ

れています。 

市域に目を向けると、明治 22 年の町村制

施行により、鴻巣町以下、吹上村、屈巣村など

12 村が成立し、吹上村は昭和 9 年に町制を施

行しました。また、昭和 29 年には鴻巣町を中

心に箕田、田間宮、馬室、笠原、常光村の 1 町

5 村が合併し、埼玉県下 17 番目の市として鴻

巣市が誕生しました。同時に、共和、広田、屈

巣村の 3 村が合併し川里村が誕生し、平成 13 

年に町制を施行しました。その後、平成 17 年

10 月 1 日に鴻巣市、吹上町、川里町の 1 市 2

町が合併し、新たな鴻巣市として現在に至っ

ています。  

鴻巣の赤物 

花き市場「鴻巣フラワーセンター」 
（鴻巣市 HP） 
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 人口 

平成 30 年 4 月現在の鴻巣市の人口は、118,974 人と平成 22 年をピークに近年減少傾

向が続いています。 

また、全国的な動向と同様に、本市では少子高齢化が進行しており、平成 30 年 4 月現

在の老年人口比率は 28％を上回り、65 歳以上の人口が 4 人に一人以上の割合にまで至っ

ています。 

なお、平成 30 年 3 月に国立社会保障・人口問題研究所より公表された「日本の地域別

将来推計人口」による本市及び周辺市の将来推計人口は、下表に示すとおりです。本市は、

2015 年は埼玉県内 63 市町村中 18 位の人口となっているものの、2045 年の将来推計人

口ではランクが 2 つ下がり 20 位となっています。埼玉県全体の人口増減率は－10.2％と

なっていますが、鴻巣市は－21.6％となっており、周辺の市町も 11～36％の減少となる

ことが予測されています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

鴻巣市及び周辺市の将来推計人口 

資料：日本の地域別将来推計人口（国立社会保障・人口問題研究所 平成 30 年 3 月推計） 

 

 

 

 

 

  

埼⽟県 6524800 7266534 -741734 -10.2
7 8 上尾市 200265 225196 -24931 -11.1
11 9 熊⾕市 150068 198742 -48674 -24.5
15 12 久喜市 117316 152311 -34995 -23
20 18 鴻巣市 92619 118072 -25453 -21.6
23 23 東松⼭市 81029 91437 -10408 -11.4
24 19 加須市 79642 112229 -32587 -29
30 29 桶川市 59892 73936 -14044 -19
33 25 ⾏⽥市 52349 82113 -29764 -36.2
36 34 北本市 47518 67409 -19891 -29.5
40 38 ⽻⽣市 40593 54874 -14281 -26

2015年
順位

2045年
順位

市町村名
2045年
推計⼈⼝

2015年
⼈⼝

⼈⼝増減 増減率
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 道路交通 

本市の中央を一般国道 17号が縦断しており、都心とのアクセスルートとなっています。

首都圏中央連絡自動車道の埼玉県内の区間については、平成 27 年 10 月に開通済みとな

っており、埼玉県内を縦断する東北自動車道や関越自動車道にジャンクションで接続し

ています。現在、首都圏中央連絡自動車道の千葉県と神奈川県の一部区間は、事業中とな

っています。 

上尾道路は一部暫定 2 車線であるものの、Ⅰ期区間であるさいたま市西区宮前町から

桶川市川田谷までの延長 11.0km が開通しており、Ⅱ期区間である北本市石戸宿から鴻巣

市箕田までの延長 9.1km が事業中となっています。 

 

■上尾道路の整備計画 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■首都圏中央連絡自動車道の整備計画 

  

事業中 

事業中 

資料：国土交通省 HP 
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 土地利用 

鴻巣市は、昭和 45 年 8 月に当初線引きを行

い、一般国道 17 号（中山道）及び JR 高崎線沿

いに市街地が形成されてきました。平成 17 年

10 月に鴻巣市、吹上町、川里町が合併し、現在

の鴻巣市となり、行政区域全域が鴻巣市都市計

画区域となりました。平成 30 年 4 月 1 日現在、

本市の都市計画区域面積は約 6,749 ㏊、市街化

区域面積は約 1,532 ㏊（約 23％）、市街化調整

区域が 5,217 ㏊（約 77％）となっています。 

市域の地目別土地利用は、田が 1,741ha（約

26％）で も広く、畑が 1,522ha（約 23％）で、これら農地を合わせた 3,263ha は、市

全域のほぼ半数の約 48％を占めています。 

これらに続く宅地は 1,528ha で、市全域の約 23％を占めています。 

 

 産業の動向 

２-６-１ 産業別就業人口 
平成 27 年国勢調査による鴻巣市の就業人口は、総数 59,344 人と総人口 118,072 人の

約 50％を占めています。 

産業別には、第 3 次産業が 39,018 人と就業者総数の約 68％と も多く、次いで第 2 次

産業が 13,678 人（約 24％）、第 1 次産業が 1,776 人（約 3％）と続いています。 

なお、平成 22 年に実施された前回調査の集計結果と比べると、就業者総数については

1,364 人減少しており、その内訳では第 2 次産業が 307 人と も顕著であり、第 3 次産

業が 79 人、第 1 次産業が 39 人と続いています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

地目別面積（平成 30 年 1 月 1 日現在） 

資料：統計こうのす（平成 29 年度版） 

資料：各年「国勢調査報告」（総務省統計局） 

1,776人

(3.1%)

1,815人
(3.1%)

2,573人

(4.3%)

13,678人

(24.0%)

13,985人

(23.9%)

16,109人

(27.1%)

39,018人
(68.4%)

39,097人

(66.9%)

39,699人

(66.9%)

2,577人
(4.5%)

3,516人

(6.0%)

963人

(1.6%)

0 10,000 20,000 30,000 40,000 50,000 60,000 70,000

平成27年

平成22年

平成17年

第１次産業 第２次産業 第３次産業 分類不能の産業

総数

57,049人

総数

58,413人

総数

59,344人

田
1,741ha
25.8%

畑
1,522ha
22.6%

宅地
1,528ha
22.6%

雑種地
333ha
4.9%

山林
26ha
0.4%

原野
18ha
0.3%

池沼
4ha
0.1%

その他
1,572ha
23.3%

就業者数（人） 
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２-６-２ 農業 
 作物別の作付面積 

鴻巣市の農業を作付面積でみると、「彩のかがや

き」に代表される稲が 1,621ha と市内総作付面積

2,189ha の約 74％を占め圧倒的に多く、次いで農林

61 号をはじめとする麦類が 380ha（約 17％）、野菜

類が 40ha（約 2％）、花き類が 68ha（約 3％）と続

いています。 

花き類については、東日本 大級の規模を誇る卸

売市場である鴻巣フラワーセンター（鴻巣花き株式

会社）があり、その周辺部の川里・箕田地区などでは

花壇苗や鉢花の栽培が盛んで、国内有数の花の生産

地として高い知名度を有しています。 

その他には、果樹として梨が含まれ、常光地区を

中心に、全国的にも珍しいビニールハウス栽培も行

われています。 

 

 

 

 経営耕地面積 

平成 27 年時点における市内の利用形態別経営耕地面積は、田が 1,767ha で市総面積

2,258ha の約 80％と大半を占めており、次いで畑が 466ha（約 19％）、樹園地が 25ha

（約 1％）と続いています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

作物別の作付面積 
資料：統計こうのす（平成 29 年度） 

経営耕地面積の推移 

資料：統計こうのす（平成 29 年度） 

1,767ha
(79.7%)

1,972ha
(80.6%)

2,017ha
(78.3%)

466ha
(19.0%)

442ha
(18.1%)

480ha
(20.6%)

25ha
(1.4%)

33ha
(1.3%)

35ha
(1.1%)

0 500 1,000 1,500 2,000 2,500 3,000

平成27年

平成22年

平成17年

田 畑 樹園地

2,258ha

2,532ha

2,447ha

稲

1,621ha
74.1%

麦類

380ha
17.4%

野菜類

40ha
1.8%

花き類

68ha
3.1% その他

79ha
3.6%

平成27年

市内作付総面積

2,189ha
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 農家数と農家人口 

本市の農家数は、平成 17 年から 27 年に掛けて約 533 戸が減少し、近年減少傾向に

あります。 

平成 27 年現在の本市の農家数は、農業以外の収入が中心である第 2 種兼業農家が 761 

戸、総数 1,341 戸の約 57％と も多く、次いで専業農家が 418 戸（約 31％）、農業所得

が中心である第 1 種兼業農家が 162 戸（約 12％）ほどの状況にあります。 

農家数とともに、農家人口、農業就業人口も一律減少傾向にあり、また、販売農家の農

業就業者については 60 歳以上が約 80％と、高齢化が進んでいます。 

 

 

２-６-３ 商業 
 商圏 

「平成 27 年度 彩の国広域消費者動向調査報告書」（平成 28 年 3 月 埼玉県産業労働

部）において鴻巣市は、今回調査から羽生商圏（広域商圏都市）に第 2 次商圏として属す

ることとなりました。羽生市への吸引率は、14.4％となっています。 

なお、当該報告書による鴻巣市民の地元購買率は、「肉・魚・野菜・果実」については

87.3％、「調理済み食品（惣菜・弁当等）」については 88.7％、「その他の食料品・飲料」

については 85.9％と高い割合にあることに対し、「飲食（外食）」については 42.7％と半

数以上が市外の店舗を利用している状況がうかがえます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

羽生商圏（広域商圏都市） 

資料：「平成 27 年度 彩の国広域消費者動向調査報告書」（平成 28 年 3 月 埼玉県産業労働部） 
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 小売店関連指標 

平成 26 年商業統計調査による本市の小売業は、事業所総数 606 事業所、従業者総数

4,680 人、年間商品販売総額約 965 億円、売場総面積 125 千㎡ほどの状況にありますが、

商店数と従業者数については平成 11 年を境に減少傾向に転じており、年間商品販売額及

び売場面積についてはほぼ横ばい状況が続いています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 大規模小売店の立地状況 

近年では、一般国道 17 号の沿道を中心に幹線道路沿道（ロードサイド）型の大規模小

売店店舗が立地しています。「埼玉県大規模小売店舗名簿」（平成 26 年 4 月 埼玉県産業

労働部商業・サービス産業支援課（売場面積 1,000 ㎡以上の事業所が対象））によると、

市内には昭和 50 年から平成 24 年までに開店した 18 店舗が立地しています。市内の大規

模小売店舗は、食品スーパーが 7 店、総数 18 店の約 40％と も多く、次いで総合スー

パーが 4 店（約 22％）、家電専門店が 2 店（約 11％）と続いており、これら上位 3 種で

全体の 7 割以上を占めています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

鴻巣市の小売店関連指標の推移 

資料：商業統計調査 
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商店数 年間商品販売額 売場面積 従業者数

鴻巣市及び周辺の国道 17 号沿い地域の大規模小売店舗の概況 

資料：「埼玉県大規模小売店舗名簿」（平成 26 年 4 月 埼玉県産業労働部商業・サービス産業支援課

（売場面積 1,000 ㎡以上の事業所が対象）） 

総合スーパー等 食品スーパー等 
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２-６-４ 観光 

 観光施設 

①花と音楽の館かわさと「花
か

久
きゅう

の里」 

花と音楽の館かわさと「花久の里」は、平

成 14 年に父子 2 代に渡り国会議員を務めた

故青木正久氏（竹下改造内閣の環境庁長官 

1923～2003 年）から家屋敷の寄贈を受け、

まちづくり交付金を活用して整備した市の

観光施設であり、平成 19 年 5 月に開業しま

した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②鴻巣市産業観光館「ひなの里」 

鴻巣市産業観光館「ひなの里」は、地域の

伝統産業である人形や国指定無形民俗文化

財の赤物製造工程の展示をはじめ、全国に知

られた花きなどの地場産業の紹介とともに

市内の様々な観光情報の発信基地として、人

形産業の中心地である人形町に整備され、平

成 24 年に開館しました。 

 

図 花久の里 

写真：鴻巣市 HP、NPO 法人 花と文化のふるさと委員会 HP

図 ひなの里 

写真：鴻巣市 HP、鴻巣市観光協会



23 
 

 主要イベント 

本市で開催される主要なイベントは、以下のとおりです。 

 

表 鴻巣市の主なイベント 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

下旬 

上旬 

中旬～下旬 

中旬 

中旬 
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資料：鴻巣市観光協会 HP「イベントカレンダー」 

 

  

2 ⽉ 
中旬～ 

3 ⽉ 
上旬 

上旬 
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 ウォーキングコース 

埼玉県のホームページでは、埼玉県及び市町村のウォーキングコースが紹介されてお

り、気軽にできる運動としてウォーキングが推奨されています。 

鴻巣市には、市が設定したウォーキングコース（6 地域：緑）と、鴻巣市観光協会が設

定したウォーキングコース（3 コース：ピンク）があります。 

ウォーキングコースの内「武蔵水路と花」は、候補エリアである箕田地内周辺を、「さ

きたま緑道」を含めて回遊するルートとなっています。さきたま緑道は、幅員 25m 延長

4.5km の遊歩道と自転車道のある、花とみどりあふれる緑道です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

鴻巣市内のウォーキングコース 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 さきたま緑道（埼玉県 HP）  

候補エリア 

さきたま緑道 
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 サイクリングルート 

自転車は二酸化炭素を発生せず、災害時において機動的な乗り物であり、健康増進や交

通混雑の緩和等経済的・社会的な効果があるとして、平成 29 年 5 月に自転車活用推進法

が施行されました。これにより、都道府県、市町村は、区域の実情に応じた自転車活用推

進計画を定めるよう努めるものとされ、埼玉県では「ぐるっと埼玉サイクルネットワーク

構想」が策定されました。埼玉県では、ハード施策としてルート案内表示や自転車レーン

等の整備、ソフト施策としてルートガイドブックの発行などが取り組まれています。県内

に 100 のルートが設定されており、鴻巣市を含むルートは 4 ルートとなっています。 

4 ルートの内「2 三大河川巡りでぐるり埼玉づくしルート」は、候補エリアである箕

田地内の西にある「さきたま緑道」を通るルートとなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

鴻巣市内のサイクリングルート 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 荒川探訪ルート（埼玉県 HP）  

候補エリア 

さきたま緑道 
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２-６-５ 特産物 
 花き 

【鉢物】 

平成 29 年度時点における出

荷鉢数は、日本一の出荷量を誇

るプリムラ類が約 34％と も

多く、次いでカーネーションが

約 11％、カランコエが約 10％

と続いており、これら 3 種が全

体の過半を占めています。 

栽培面積では、サイネリアと

カランコエが約 19％と も広く、

次いでカーネーション、プリムラ

類が約 8％と続いています。 

 

【苗物】 

同じく出荷鉢数は、プリムラ

類が約 20％と も多く、次い

で野菜苗が約 14％、パンジー

が約 9％と続いています。 

栽培面積は、野菜苗が約

15％と も広く、次いでプリ

ムラ類が約 8％、パンジーが約

7％と続いています。 

 

 

 

  

作物別の鉢数と栽培面積 

資料：統計こうのす（平成 29 年度） 

作物別の苗数と栽培面積 

資料：統計こうのす（平成 29 年度） 

プリムラ類

1,979千鉢

20%

野菜苗

1,441千鉢

14%

パンジー

883千鉢

9%
マリーゴールド

548千鉢

5%

サルビア

315千鉢

3%

その他

4,960千鉢

49%

平成29年度

苗物出荷総鉢数

10,126千鉢

野菜類

543a
15%

プリムラ類

290a
8%

パンジー

268a
7%

マリーゴールド

162a
5%

ポーチュラカ

120a
3%

その他

2,267a
62%

平成29年度

苗物栽培総面積

3,650a

プリムラ類

518千鉢

34%

カーネーション

175千鉢

11%カランコエ

160千鉢

10%

きく

99千鉢

6%

サイネリア

59千鉢

4%

その他

540千鉢

35% 平成29年度

鉢物出荷総鉢数

1,551千鉢

サイネリア

148a
19%

カランコエ

145a
19%

カーネーション

64a
8%

プリムラ類

62a
8%

きく

58a
7%

その他

306a
39%

平成29年度

鉢物栽培総面積

783a

プリムラ カランコエ カーネーション 
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 食品 

川幅日本一にちなんで誕生した、幅約 8cm の幅広うどん「こうのす川幅

うどん」がご当地グルメとして誕生して以来、市内では川幅うどんの提供店

が増えています。川幅うどん提供店は、右図の幟旗が目印となっています。 

また、鴻巣市商工会では、「鴻巣市むらおこし事業」の一環として、市内 

13 業者が開発した魅力的な商品を「こうのす特産品」として推奨していま

す。 

 

表 こうのす特産品 
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 工芸品 

本市では、多くの工芸品が現在まで伝承されています。そこで、以下に主な工芸品を示

します。 

②鴻巣雛 

埼玉県は、ひな人形を始めとする節句人形作りが盛んであり、全国第一位約 46％のシ

ェアを占めます。（平成 19 年経済産業省工業統計製造品出荷額より） 

その中でも鴻巣市は全国的にも有名で、日本を代表するひな人形の生産地として、ゆる

ぎない地位を確立しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②鴻巣の赤物 

「鴻巣の赤物製作技術」は、国の重要無形民俗文化財として指定されています。重要無

形民俗文化財とは、文部科学大臣が無形民俗文化財のうち特に重要なものを指定し、その

保存と継承を図るものです。「鴻巣の赤物製作技術」の重要無形民俗文化財の指定は、玩

具の製作技術の重要無形民俗文化財指定としては全国初、民俗技術の国指定としては県

内初となるものです。 

江戸時代、ひな人形の町として関

東でも屈指の鴻巣は、桐の産地でも

ありました。桐のタンスや家具を作

った後に出る、おがくずと糊を混ぜ

た材料で赤物の原型を作り、全体を

赤く塗り重ね、彩色を施します。こ

れは、ひな人形の頭部とほぼ同じ製

法です。 

昔から赤色の物は、魔を除けると伝えられ一種のおまじないから人形師によって赤物

人形は考案されたと云われています。子どもの無病息災を願う、金太郎が熊にまたがった

「熊金」や、鯉にまたがった「鯉金」、家内安全・魔除けのお守りとなる、真っ赤に塗ら

れた獅子頭など、江戸中期から三百年以上の伝統を誇っています。 

現在では、十二支の干支物や風水を取り入れた招き猫など、その種類も豊富で、インテ

リアとしても人気を集めています。また、鴻巣の赤物人形は全国的にも有名で、獅子頭は

埼玉県の特産品にも指定されています。  

写真・文章：鴻巣市 HP 

写真・文章：鴻巣市 HP 
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 防災 

２-７-１ 気象災害 
鴻巣市の気候区分は、太平洋岸式気候に含まれ、冬季については乾燥して晴天の日が多

く、北西からの強い季節風が吹きます。一方、夏季については日中の気温はかなり高く、

蒸し暑くなり、夕方には雷雨も多く発生します。 

なお、本市の気象災害は、夏季から秋季にかけて発生しており、降ひょうを伴う雷雨も

見られます。また、台風や大雨による道路冠水などの風水害が度々発生しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※警報や注意報は、重大な災害や災害のおそれがある時に発表されますが、状況の変化に伴って現象の起こる地域や時

刻、激しさの程度などの予測が変わる事があります。そのようなときには、発表中の警報や注意報の「切替」を行い

その内容が更新されます。また、災害のおそれがなくなったときには、警報や注意報を解除されます。 

資料：「埼玉県の気象・地震概況 平成 29 年報」（平成 30 年 3 月 熊谷地方気象台） 

  

表 平成 29 年度 警報・注意報発表切替回数 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

洪水ハザードマップ－荒川 資料：鴻巣市防災マップ 
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洪水ハザードマップ－利根川（小山川・福川・女堀川 流域を含む） 資料：鴻巣市防災マップ 
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２-７-２ 地震 
平成 27 年 3 月付けで改訂された「鴻巣市地域防災計画」では、「平成 24・25 年度埼

玉県地震被害想定調査」（平成 26 年 3 月 埼玉県）による東京湾北部地震の冬（2 月）、

午後 6 時頃、風速 8ｍ/秒の数値を基に策定しています。東京湾北部地震は、今後 30 年以

内に発生する確率が 70％と、他の地震に比べ圧倒的に高い値が想定されています。 

この調査において埼玉県は、東京湾の北部を震源としたマグニチュード 7.3 の地震が発

生した際の市内の 大震度を 5 強と想定しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  東京湾北部地震：マグニチュード 7.3 

資料：埼玉県地震被害想定調査結果（平成 26 年 3 月） 
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地震ハザードマップ－地域危険度マップ 資料：鴻巣市防災マップ 
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地震ハザードマップ－揺れやすさ・液状化マップ 資料：鴻巣市防災マップ 
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２-７-３ 地域防災計画 
 避難所、避難場所 

「鴻巣市地域防災計画」（平成 27 年 3 月 鴻巣市防災会議）では、市役所本庁新館（災

害対策本部）をはじめとする各種公共・公益施設を防災活動拠点として位置付けています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※資料：「鴻巣市地域防災計画」（平成 27 年 3 月 鴻巣市防災会議） 

 埼玉県の防災活動拠点 

「埼玉県地域防災計画」（平成 26 年 12 月 埼玉県防災会議）による、各防災活動拠点

の概要を下表に示します。鴻巣市内には、防災拠点校の一つである県立鴻巣女子高等学校

（天神 1-1-72）の他、防災学習センター及び埼玉県消防学校（ともに袋 30）が立地して

います。 

表 埼玉県防災活動拠点 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
※防災活動拠点の「避難場所」、「避難所」等としての指定及び運営は、市町村が行います。 

※「生活用水」とは、生活用水（トイレ洗浄、清掃、状況により風呂、シャワー、洗濯水）、防火・消火用水、散水用

水を指します。 

※「活動要員集結機能」の「防災基地」、「県営公園」及び「大規模施設」は、中央防災会議が策定した「「首都直下地

震応急対策活動要領」に基づく具体的な活動内容に係る計画」により救助活動・消火活動部隊の拠点候補として指定

されている施設とします。           資料：埼玉県地域防災計画（平成 26 年 12 月 埼玉県防災会議） 

種別 機能 施設 

指定 

避難所 

・炊き出し、生活必需品等

を配布する避難収容施設 

・耐震・不燃化建築物 

小学校 

補助 

避難所 

指定避難所が収用困難とな

った場合に活用する代替施

設 

・中学校 

・高等学校 

福祉 

避難所 
要配慮者のための避難所 

・公民館 

・福祉施設等 

指定緊急 

避難場所 

多数の避難者が避難できる

避難場所 
公園等 

一時 

集合場所 

災害の確認や指定品場所に

避難するために、地域の住

民が集まる場所 

・集会所 

・寺社 

・小規模公園 

備蓄機能 集配機能
危機管理防災
センター

○ ○ 災害対策本部

地方庁舎・
合同庁舎

○
生活用水等

○ ○
災害対策本部支部
現地災害対策本部

防災基地 ○ ○ ○ ○
総合的な防災活動機能
5基地

県営公園
○

生活用水等
○ ○

○
避難場所・

避難所
○ 開設21公園

防災拠点校 ○
○

避難所
○

県立高等学校38校
（鴻巣女子高等学校を含む）

舟運輸送拠点 ○ ○
舟運を利用した輸送機能
河川マリーナ

大規模施設 ○ ○ ○
○

避難所
○

さいたまスーパーアリーナ
埼玉スタジアム2002公園

埼玉県防災
学習センター

○
飲料水

○ ○ 鴻巣市袋30

埼玉県
消防学校

○
活動機材

○ ○ 鴻巣市袋30

民間空地 ○ ○
高速道路インターチェンジ周
辺の民間企業等の所有地

備考種別
救援物資 活動要因集

結機能
被災者等避

難機能
訓練・研修

機能



 

38 
 

 埼玉県の緊急輸送道路 

県では、大規模な地震等の災害が発生した場合に救命活動や物資輸送を行うため、重要

な路線を緊急輸送道路として定めています。 

緊急輸送道路は、重要度に応じて以下の 3 種類に分類しています。 

第一次特定緊急輸送道路 高速道路や一般国道など 4 車線道路とこれらを補完する広域

幹線道路 

第一次緊急輸送道路 地域間の支援活動としてネットワークされる主要路線 

第二次緊急輸送道路 地域内の防災拠点（県庁舎、市町村庁舎、災害拠点病院、防災

基地など）を連絡する路線 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

緊急輸送道路図 

資料：鴻巣市地域防災計画（平成 27 年 3 月） 

 

 埼玉県央広域消防本部へのヒアリング 

防災に係る必要な機能について、埼玉県央広域消防本部にヒアリングを行いました。同

本部では、鴻巣市地域防災計画に基づき消防・救援活動に必要な施設や準備がなされてお

りますが、あればなお良いとされる機能として以下が示されました。 

 緊急消防援助隊用スペース 

 支援者用のスペース 

 平常時における防災ＰＲの場 

 ヘリポート 

 燃料の備蓄施設  

候補エリア 
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３．鴻巣市の特性及び課題 

 特性・魅力 

 鴻巣市の自慢 ８つの日本一！ 

日本一１ ピラミッドひな壇の高さ７ｍ 

鴻巣市の「人形制作」は、約 380 年の歴史が

あるといわれ、鴻巣の貴重な地場産業として現

在に伝えられています。 

「鴻巣びっくりひな祭り」は、歴史ある鴻巣

雛のまちとして、「ひな人形のふるさと～鴻巣

～」を広く宣伝すること、すべての市民でひな

祭りを楽しむこと、市外から多くの観光客をお

迎えし、まちを明るく元気にすることを目的と

しています。 

 

日本一２ サルビアの出荷量 年間 90 万本（H18 年度） 

サルビアはバラエティーに富んだ様々な種

類があり、花色は緋色のものがもっとも多く、

紫や白、二色咲きなどもあります。サルビアの

名前は、ラテン語の「サルベオ（治癒する）」

という言葉に由来します。 

 

 

 

日本一３ プリムラの出荷量 年間 272 万鉢（H18 年度） 

プリムラはとても種類が多く性質もさまざ

まですが、園芸店でよく見かけるのは、オブコ

ニカ・ジュリアン・ポリアンサ・マラコイデス

で、市内で生産されているのも主にこの 4 種

類です。 

 

 

 

日本一４ 水管橋の長さ 1,100.95ｍ 

昭和 59 年 7 月に完成した荒川水管橋（左岸

が鴻巣市大芦、右岸が熊谷市小八林に設置）は、

全長が 1,100.95m あり、国内 長です。  

写真：鴻巣市 HP 

写真・文章：鴻巣市 HP 

写真・文章：鴻巣市 HP 

写真・文章：鴻巣市 HP 
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日本一５ ポピーの栽培面積 12.5ha 

鴻巣市馬室地内の荒川河川敷にあるポピ

ー畑「ポピー・ハッピースクエア」（面積 12．

5 ヘクタール：東京ドーム約 2.5 個分）が、

平成 20 年 11 月１日に栽培面積日本一とし

て日本一ネットに認定されました。 

 

 

 

日本一６ マリーゴールドの出荷量 年間 138 万本（H18 年度） 

春まきの一年草で、性質が丈夫で育てや

すく、夏の花壇の材料としてよく利用され

ます。アフリカン種（万寿菊）とフレンチ種

（孔雀草）の２系統に大別されます。 

 

 

 

 

日本一７ 鴻巣－吉見間を流れる荒川の川幅 2,537ｍ 

荒川は甲信信ヶ岳を水源とし、東京湾に

そそぐ延長 173km の一級河川で、河口から

62 km にある鴻巣市滝馬室から対岸吉見町

大和田までの河川幅は 2,537ｍあり、日本一

です。 

 

 

 

 

 

日本一８ １分あたりの尺玉以上の花火打上数 約 75.5 発 

鴻巣市商工会青年部が、地域の振興発展

と子ども達に夢や希望を与えたいと願い主

催する 100％手作りの花火大会です。また、

平成 23 年 10 月 8 日に打ち上げられた「鳳

凰乱舞」（おおとりらんぶ）は、4 分間に尺

玉 300 発、三尺玉 2 発の計 302 発の尺玉以

上、1 分間に平均で約 75.5 発となり、日本

一に認定されました。 

 

  

写真・文章：鴻巣市 HP 

写真・文章：鴻巣市 HP 

写真・文章：鴻巣市 HP 

写真・文章：鴻巣市 HP 
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 コウノトリ 

①コウノトリの舞う魅力的な地域づくりに向けて 

市では、「こうのす」という市名の由来とも言

われ、市民になじみ深い存在であるコウノトリ

をシンボルに、多様な生きものが生息可能なエ

コロジカル・ネットワークの形成を目指してお

り、コウノトリの飼育と将来的な野生復帰に向

けた取組を進めています。 

その一環として、平成 22 年度から「こうのと

りの里研究事業」を開始し、本市の自然環境、コ

ウノトリを飼育・放鳥した場合の効果やそれに

向けた課題など、様々な面から調査研究を進めています。 

 

なぜ、コウノトリなの？ 

理由 1 生物多様性のシンボルとなるため 

コウノトリは、里地・里山の生態系ピラミッドの頂点に立つ生き物です。 

コウノトリが年間を通じて生息、そして繁殖するには、その地域に多様な環境（河川、

農地、水路、雑木林、森林、湿地等）があり、かつそれぞれの環境に生きものが豊富に存

在する「豊かな生態系」が整っている必要があります。 

このことは、その地域に暮らす人間にとっても安心・安全な環境にあるといえます。 

理由 2 人と自然の共生のシンボル 

コウノトリは、元々、人々の暮らしに近い水辺・里山を生息環境とする鳥です。 

また、白くて体が大きいため人の目にもとまりやすく、幸せを呼ぶ存在として親しまれ

ていることから、人との共生のシンボルになり得る存在と言えます。 

加えて、コウノトリと共存する安心・安全な地域づくりは、環境面のみならず、農業・

観光・商工・教育などのまちづくり全体への波及効果、多面的な地域づくりへの効果が期

待されます。 

 

②鴻巣市コウノトリの里づくり基金を設置 

市では、コウノトリの飼育及び野生復帰を可能にするための環境づくりを推進するた

め、『鴻巣市コウノトリの里づくり基金』を設置しました。 

市民になじみの深いコウノトリをシンボルに、『人にも生き物にもやさしい、安心・安

全なまちづくり』に取り組んでいきます。 

 

  

写真・文章：鴻巣市 HP 
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 観光入込客数 

鴻巣市内には、現在までに培われてきた悠久の歴史をはじめ、気候、風土に根づいた伝

統、文化などに支えられてきた多彩な観光資源等が分布しています。 

こうした観光資源のうち、前項で示した「鴻巣市の自慢 8 つの日本一！」は、多くの

市民の誇りとされています。 

「平成 22 年 入込観光客推計調査」（埼玉県労働部観光課）によると、平成 22 年に市

内を訪れた観光客の目的は、「スポーツ客」（鴻

巣パンジーマラソン他）が約 69 万人と総数 179 

万人の約 38％と も多く、「行事・祭り等」（こ

うのす花火大会他）が約 50 万人（約 28％）、

「観光農業」（鴻巣市市民農園「こうのとり四季

菜ファーム」他）が約 30 万人（約 16％）と続

いています。 

観光入込客数を観光地点・イベント別にみる

と、観光地点への来訪を目的とする観光客は毎

年微増しているものの、周辺都市と比較して少

なく、一方でイベント客数は も多くなってお

ります。 

これら市内入込観光客を日帰り・宿泊別にみ

ると、県内他地域から訪れる日帰り観光客が圧倒的に多く 90％以上を占めています。 

また、これら観光客の交通手段については、自家用車が約 105 万人と総数の約 59％と

も多く、徒歩、自転車が約 43 万人（約 24％）、鉄道が約 13 万人（約 8％）、バスが約

12 万人（約 7％）と続いています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

鴻巣市及びその周辺市の観光客の状況 

 

資料：平成 29 年県内市町村観光入込客数（埼玉県産業労働部観光課） 

目的別の観光客数 
資料：平成 22 年入込観光客推計調査 

 （埼玉県産業労働部観光課） 
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 課題と方向性 

＜地域資源＞ 

 平成 23 年度以降、平成 29 年度まで本市の観光客数は微増傾向にあるものの、観光地

を目的とする観光客数は少ない状態となっております。市指定文化財、ひなの里や花

久の里、観光農業などの市内観光地に訪れてもらうためのきっかけとなる、観光拠点

としての役割を担う道の駅を検討する必要があります。 

 集客のコンセプト検討に当たっては、鴻巣市を特徴付け、認知度の高い「鴻巣市の自

慢 8 つの日本一！」の要素を取り入れることにより、鴻巣市のイメージアップに繋

げることが必要です。イベントや、その場所に行かなければ体感できないものを除く

と、日本一広いポピー畑、プリムラ・サルビア・マリーゴールドの出荷量日本一など、

市の特産物である「花」を前面に出したコンセプトとすることが望ましいと考えられ

ます。花をテーマとした施設として、市内にはバラをメインとした「花と音楽の館か

わさと「花久の里」」があります。「花久の里」は家屋敷を改修して利用していること

から和風建築となっております。本市道の駅においては、「花久の里」との差別化を図

る建築デザインとすることが考えられます。 

 身近に始められる運動・スポーツとして、サイクリングやウォーキングが埼玉県及び

本市で推奨され、候補地付近を通るさきたま緑道がコースの一部として設定されてい

ることから、サイクリングやウォーキングをコンセプトに取り入れることが考えられ

ます。 

 産学官連携として、日本薬科大学や市内農家の協力を得て道の駅オリジナル商品を販

売する他、イベントでの市内高校のチャレンジショップ等の可能性が考えられます。

産学官連携の検討に当たっては、埼玉県の「中小企業による地域産業資源を活用した

事業活動の促進に関する法律」（平成 19 年法律第 39 号）第 4 条第 1 項に基づく新商

品開発等の適用も考えられます。 

 

市内観光地に訪れてもらうためのきっかけとなる、観光拠点としての役割を担う道

の駅を検討します。また、市の特産物である花や、サイクリング・ウォーキング等をコ

ンセプトに取り入れることを検討します。 
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＜安心・安全の向上＞ 

 地震被災時におけるドライバー、サイクリング、ウォーキングをしている方の一時避

難場所としての機能が考えられます。 

 市域の約半分が低地部となっていることから、集中豪雨等の際には、河川等の氾濫等

により道路が冠水する可能性があります。本市道の駅は、通過車両のための一時避難

場所としての役割を担う必要があります。 

 本市は、水路網が形成されている水利に恵まれた地域であり、川や水路のある風景は

市の特徴の一つとなっています。また、宅地よりも田畑が多く、田園風景が市の特徴

の一つとなっていることから、これらの風景・特徴を活かすことも検討する必要があ

ります。 

 一般国道 17 号交通結節点沿道の相当区間にわたって一時休憩施設が少ないことから、

長距離ドライバーのための十分な休憩ポイントが必要です。 

 防災に係る必要な機能について、埼玉県央広域消防本部へのヒアリングでは、燃料の

備蓄施設、緊急消防援助隊用スペース、支援者用のスペース、ヘリポート、平常時に

おける防災ＰＲの場への要望がありました。消防・救助活動が円滑に進められるよう

配慮すると、埼玉県央広域消防本部に隣接して設置されることが望ましいと考えられ

るため、これらの施設を道の駅内に併設することが考えられます。この併設により、

埼玉県央広域消防本部の防災拠点としての機能性を向上させることができます。 

 

埼玉県央広域消防本部と連携した、地震や気象による災害時の防災拠点としての機

能と、長距離ドライバーのための十分な休憩機能を備える施設を検討します。 

 

＜地域産業の活性化＞ 

 市の主要な産業の一つである農業が衰退すると、土地利用面積の約半数を占める田畑

が耕作放棄地となり、後継者もさらに減少して人口減少に繋がることから、都市とし

て衰退してしまう可能性があります。そのため、花きを含む農作物の流通・販路拡大

に資する道の駅の検討が求められています。 

 「平成 27 年度 彩の国広域消費者動向調査報告書」によると、前回調査では鴻巣市は

「鴻巣商圏」として独立した商圏を形成していましたが、今回調査から羽生商圏へと

吸収されており、購買力流出の継続が懸念されます。そのため、コンセプトや運営の

検討に当たっては、市民が市内店舗で日常的に買い物をする機会を増やす仕掛けも検

討する必要があります。 

 

地域の農作物の流通・販路拡大に貢献するとともに、地域産の農産物をＰＲしたり

市内店舗と販促活動をする等、市民が本市道の駅や市内店舗で日常的に購入したくな

るコンセプトや運営を検討します。 
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＜地域の魅力向上＞ 

 消費動向調査によると、外食については 50%以上が市外へ流出しており、市民が市内

において外食したいと考える飲食店が不足していることがわかります。本市道の駅で

は、市民の市内滞在機会を増やすため、市民の外食欲求に応えられる施設が必要とさ

れています。 

 鴻巣市は旧石器時代から定住され歴史は古く、鴻巣の地域特性の 1 つとなっているこ

とから、鴻巣の特徴的な歴史をコンセプトに活かすことが考えられます。 

 

市民の市内滞在機会を増やすため、市民の外食欲求に応えられる施設を目指します。

また、鴻巣の歴史をコンセプトに取り入れることで、鴻巣らしさをＰＲします。 

 

＜道の駅の利用者想定について＞ 

 本市はベッドタウンであることから、通過交通のドライバーだけでなく、市民が道の

駅を利用することも考慮したコンセプトが考えられます。 

 消費動向調査によると、鴻巣市は生鮮食品をはじめとする 寄り品の地元購買率が高

い地域であることから、日常の買い物は市内で行われていることがうかがえます。そ

のため、道の駅の利用者としては、市民の方々の利用も想定できます。 

 

本市道の駅はドライバーだけでなく、市民の利用を想定したコンセプトを検討しま

す。 
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 道の駅の必要性 

 鴻巣市の現状と課題の整理 

これまでの調査により、本市にとって特に課題となる事項を下表に整理します。 

  
現状 課題 

農 

業 

鴻巣市は稲作が盛んである他、プリム

ラやサルビアなどの生産量が日本一

であるなど花きの生産が盛んである。 

しかし近年、農家数、経営耕地面積は

減少傾向にあり、今後は本市の基幹産

業である農業の衰退が懸念される。 

農業を振興するために、農産物のＰＲを

行うとともに、6 次産業化や販売の機会

を拡大し、担い手を育成することで、市

内農業を活性化させる必要がある。 

観 

光 

鴻巣市は全国的に知名度のある観光

資源が少なく、隣接する周辺都市に比

べ、季節イベントでの集客に依存して

おり、通年での交流人口の充実が望ま

れる。 

地域活性化のために、近隣市を含めた地

域情報を受発信することにより、市内外

からの経常的な地域間交流人口を増や

すことが必要である。 

交 

通 

鴻巣市周辺の一般国道 17 号は、既設

熊谷バイパス、事業中の上尾道路も含

め現状・将来にわたり主要幹線道路の

交通結節点となっている。 

重要な物流や観光を支援する幹線道路

である一般国道 17 号の沿道には、相当

区間にわたって一時休憩する施設が少

ない。 

 
 道の駅の必要性 

本市の基幹産業である農業は、近年衰退の一途を辿っており、担い手不足とともにさら

に今後も衰退していくことが想定されることから、本市農業の活性化は緊急性が高い状

況にあります。 

また、本市は観光資源が少なく交流人口が低迷しており、今後も市内の回遊性を向上さ

せる仕掛けが無い状態が続く場合は、市内経済活動は活力を失い、市の求心力が低下する

ことが想定されることから、交流人口増加の早期実現が望まれています。 

鴻巣市周辺の一般国道 17 号は、既設熊谷バイパス、事業中の上尾道路も含め現状・将

来にわたり主要幹線道路の交通結節点となっており、重要な物流や観光を支援する幹線

道路の沿道には、相当区間にわたって一時休憩する施設が少ない状況にあります。 

これらの緊急性の高い課題を解決へ導くための拠点施設として、本市に道の駅が必要

となります。 
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図 道の駅の必要性 

  

緊急性の⾼い上記の課題を解決へ導く拠点施設として、 

本市に道の駅が必要である 

緊急性の⾼い地域課題 

基幹産業である農業の振興 

農業の担い手の育成・確保、販路拡

大、6次産業化、所得向上により農

業振興を図る 

交流⼈⼝の拡⼤による地域経済の活性化 

地域の魅力を情報発信し、地域全体への

交流人口を増加させることにより、地域

経済を活性化させる 

国道 17 号の休憩施設と災害時の避難場所の確保 

国道 17 号交通結節点沿道の相当区間にわたって一時休憩施設が少ないこ

とから、平常時におけるドライバーの休憩ポイント・情報発信ポイント

の供給と、災害時におけるドライバー等の一時避難場所を確保する 

「道の駅」を拠点として地域の課題解決を加速 



 

48 
 

４．近年の道の駅のトレンド 

 開発潮流 

元々、ドライバーが立ち寄るトイレ・休憩施設として生まれた｢道の駅」は、その数が

1,000 を超える中、それ自体が目的地となり、まちの特産物や観光資源を活かして人を呼

び、地域に仕事を生み出す核へと独自の進化を遂げ始めています｡近年注目されている、

地方創生の拠点となる「道の駅」の類型別機能イメージには、地域外から活力を呼ぶ「ゲ

ートウェイ型」、地域の元気を創る「地域センター型」の 2 つのタイプがあります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「ゲートウェイ型」「地域センター型」の機能イメージのうち、本市の課題解決に即し

た機能イメージは、下表のとおりです。本市道の駅は、「ゲートウェイ型」「地域センター

型」の両方の機能を持つことが期待されます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※本市の課題解決に即したイメージ例：□ 

 

  
資料：国土交通省 HP「「道の駅」による地方創生拠点の形成」 
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 整備事例 

「道の駅」は主に市町村が設置し、国土交通省が登録する道路休憩施設として、駐車場

やトイレの他、情報提供・休憩施設や地域振興施設を備え、 駐車場地域の情報発信や交

流の場として活用されています。現在は、地域の創意工夫で、「道の駅」を地域活性化の

拠点とする取組が進展してきました。 

(1)観光で人を呼ぶ、(2)移住で人を呼ぶ、(3)特産品で盛り上げる、(4)「小さな拠点」を

つくる、(5)防災力を強化する、(6)地域の健康を支援する、の 6 つの役割を以下に示しま

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 観光で人を呼ぶ ～地域の観光総合窓口となる道の駅～ 

地域を訪れた人が 初に訪れるゲートウェイとなり、着地型観光の受け入れ基地とし

て機能します。地域資源のパッケージ化や地域の歴史・文化に触れる機会を提供し、地域

の価値・魅力を向上することを目的としています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

資料：国土交通省 HP「地域の創意工夫の場となる｢道の駅｣」 

資料：国土交通省 HP「「道の駅」による地方創生拠点の形成」 
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 移住で人を呼ぶ ～地方移住・ふるさと納税推進に貢献する道の駅～ 

地方移住相談や移住体験ツアーの窓口を設け、情報提供のワンストップサービスなど、

移住推進に活躍します。また、ふるさと納税の情報提供や、寄付していただいた方に季節

の地場産品等を送付している事例もあります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 特産品で盛り上げる ～地域の特産品を活かした産業振興に貢献する道の駅～ 

千葉県南房総市の道の駅「とみうら」は、人口約 5 千人の南房総市富浦地域（旧富浦

町）に、年間来訪者約 50 万人、南房総エリアへ約 4 億円の経済波及効果をもたらしてい

ます。地域特産品「枇杷」を軸にしたオリジナル商品販売で、経済波及効果 4 億円、地域

住民の 1％に相当する約 60 名の雇用を創出しました。周辺市町村を含めた地域の総合窓

口として観光資源をパッケージ化し、着地型観光需要を呼び込みました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

資料：国土交通省 HP「「道の駅」による地方創生拠点の形成」 

資料：国土交通省 HP「「道の駅」による地方創生拠点の形成」 
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 「小さな拠点」を作る ～安全・安心な住民サービスを提供する地域福祉型道の駅～ 

地域の高齢化に対応し、診療所、保健福祉センター、役場機能など、多様な住民サービ

スをワンストップで提供します。周辺の集落と道の駅間のアクセスを、コミュニティバス

の運行により確保し、地域を支える｢小さな拠点｣として機能しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 防災力を強化する ～災害時に高度な防災機能を発揮する道の駅～ 

停電時でも 24 時間サービス可能な発電設備、備蓄倉庫、ヘリポートを備え、地域の防

災拠点とした道の駅です。東日本大震災でも、救命・救急活動、物資集配、住民避難、食

料供給などの拠点として機能しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

資料：国土交通省 HP「「道の駅」による地方創生拠点の形成」 

資料：国土交通省 HP「「道の駅」による地方創生拠点の形成」 
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 地域の健康を支援をする ～「スマートウェルネスタウン」の中核拠点の道の駅～ 

道の駅「つどいの郷むつざわ」（千葉県睦沢町）では、町民が一日 9,000 歩くことで自

然と「健幸」になれる、先進予防型のまちづくり「スマートウェルネスタウン」の中核拠

点となる健康支援型「道の駅」として、健康に必要な 4 要素「食」「憩」「運動」「参加」

のメニューを提供しています。健康づくりと地域活性化を一体的に行う地方創生の拠点

として、「道の駅」と「定住促進住宅」を官民連携手法により整備しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
資料：国土交通省 HP「「道の駅」による地方創生拠点の形成」 
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５．先進事例調査 

 調査対象とした道の駅 

 道の駅アンケート対象施設の抽出方法  

アンケート対象エリアは、埼玉県を含む北関東地方及び花きが盛んな千葉県として、30

施設を抽出しました。抽出の優先順位は次のとおりです。 

１）草木や花がテーマ、または農業や工芸等の体験ができること 

２）テーマや体験のない施設は、駐車場台数が 150～300 台で、供用開始が新しい施設 

  ※温泉のある道の駅は、目的性が異なる場合があるため対象から外した。 

  ※海や川など、明らかに本市の道の駅とテーマが異なることが想定される施設は、

対象から外した。 

 

 道の駅ヒアリング対象施設の抽出方法 

ヒアリング対象自治体は、埼玉県を含む北関東地方及び花きが盛んな千葉県内から、①

下野市、②常陸太田市、③常陸大宮市、④南房総市の 4 市を抽出しました。抽出の優先順

位は次のとおりです。  

１）開業時期が比較的新しい施設 

２）重点道の駅であること 

３）草木や花がテーマ、または農業や工芸等の体験ができること 

 

 アンケート調査 

 整備・運営手法 

整備手法は、一体型が も多く、単独型は一体

型の半数以下となっています。 

運営方式は、指定管理者制度が約 3/4 を占めて

おり、直営方式は約 1/4 となっています。 

管理運営者の組織形態は、三セクが約 7 割を占

めており、民間による運営は約 2 割となっていま

す。 

 

 

 

 

 

 

 

  

一体型

12施設

単独型

7施設既存活用

1施設

不明

10施設

道の駅の整備手法

指定管理

者制度

22施設

直営

7施設

業務委託

1施設

道の駅の運営方式

三セク

20施設

民間

6施設

自治体

1施設 市・三セク

1施設

市

1施設

道の駅管理運営者の組織形態
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 施設規模 

敷地面積の傾向に偏りは無く、約 7 割が 35,000 ㎡以内となっています。延床面積は 8

割以上が 2,500 ㎡以下となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 防災拠点の位置付け 

過半数の道の駅が、地域防災計画において何

らかの役割が位置付けされています。 

 

 

 

 

 

 

 予測来客数 

回答のあった道の駅の 2/3 は、予測より多くの来客数がありました。 

※道の駅名は匿名（単位：千人） 

道の駅 
№ 

予測来客数 
（A) 

初年度における 
実際の来客数 

H24～H28 の 
平均来客数 

（B) 

予測と実際の 
来客数の差 
（A)－（B) 

01 800 200 213 △ 587 

02 210 1,700 1,785 1,575 

04 692 612 638 △ 54 

05 683 1,025 807 124 

08 300 440 411 111 

11 150 338 338 188 

17 457 413 381 △ 76 

18 648 520 526 △ 122 

19 800 1,100 883 83 

20 568 700 700 132 

21 490 750 754 264 

22 1500 1386 2,495 995 

 

～5,000㎡

1施設

5,000㎡～

15,000㎡

6施設

15,000㎡～

25,000㎡

6施設
25,000㎡～

35,000㎡

7施設

35,000㎡～

45,000㎡

3施設

45,000㎡～

55,000㎡

2施設

55,000㎡～

4施設

道の駅の敷地面積

～1,000㎡

6施設

1,000㎡～

1,500㎡

5施設

1,500㎡～

2,000㎡

7施設

2,000㎡～

2,500㎡

2施設

2,500㎡～

4施設

道の駅の延床面積

有

13施設

無

9施設

検討中

2施設

地域防災計画としての位置付け
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 来客数の推移 

5 年間の推移をみると、19 駅中 5 駅で来場者数が減少していますが、14 駅は増加か現

状維持となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 売上高の推移 

5 年間の推移をみると、ほとんどの道の駅で売上高が増加傾向にある一方で、約 15～

30％の減収となっている道の駅もあります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

0

200,000

400,000

600,000

800,000

1,000,000

1,200,000

1,400,000

1,600,000

平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度

各道の駅の売上高
（千円）

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度

各道の駅の来客数

なぞ グ パ クゆめすぎと ちご 庄和

（千人）
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 客単価の推移 

客単価は 0～1,500 円/人で広く分布しています。客単価平均は毎年増加傾向にあり、平

成 24 年では 774 円/人でしたが、平成 28 年には 952 円/人となっています。 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 施設使用料と指定管理料の差の推移 

17 施設中 6 施設で利用料金制を採用しており、通常の利用料金制以外の施設のうち 7

施設は市町村に利益を還元しています。利用料金制を導入している施設は、開業当初から

利用料金制となっており、途中で変更した施設はありませんでした。 

※道の駅名は匿名（単位：千円） 

道の駅 No. 平成 24 年度 平成 25 年度 平成 26 年度 平成 27 年度 平成 28 年度 

02 0 0 0 0 0 

03 2,351 2,511 2,301 2,118 1,984 

04 82,916 83,784 87,453 87,453 83,805 

05    4,172 6,393 

06   △ 9,945 △ 11,000 △ 8,500 

08 9,000 9,000 9,000 9,000 9,000 

09 0 0 0 0 0 

11     △ 4,812 

13 36,275 23,435 21,585 21,710 18,145 

14 0 0 0 0 0 

15 42 164 80 138 178 

16   0 0 0 

18 11,000 11,000 11,000 11,000 11,000 

19  0 0 0 0 

20    0 0 

21    △ 12,000 △ 12,000 

774
859 909 908 952

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度

各道の駅の客単価（円／人） 平均客単価 



 

57 
 

 直近年の財務状況 

営業利益をみると、3 駅で 1％の赤字がありました。開業して間もないなどの要因によ

り赤字となっている施設もありますが、客単価が伸びないことや、来客数が減少している

ことが要因となり赤字となっている施設もあります。 

※道の駅名は匿名（単位：千円） 

道の駅 
No. 

売上高 
（A） 

売上原価 
（B) 

販売費及び 
一般管理費 

（C) 

営業利益 
（D=A-B-C） 

営業利益率 
（D/A) 

02 610,403 452,859 165,020 △ 7,476 △1% 

03 112,535 53,549 60,086 △ 1,100 △1% 

05 517,931 396,197 103,362 18,372 3.5% 

06 205,539 59,392 147,923 △ 1,776 △1% 

08 461,840 315,050 137,382 9,408 2.0% 

09 941,848 737,593 172,991 31,263 3.3% 

11 270,590 177,539 86,697 6,354 2.3% 

19 1,200,000 840,000 360,000 0 0.0% 

平均 597,180 379,022 154,183 6,881 1.0% 

 

 来場者の特徴 

回答のあった 11 の道の駅のうち、8 つの道の駅は、市町村外からの来場割合が多くな

っています。                       ※道の駅名は匿名 

道の駅№ 市町村内：市町村外 リピート率（割） 平日：休日 

01 15：85 6 割  

02 3：7 8 割 3：7 

03 2：8 7 割 4：6 

04 3.4：6.6 9.5 割 1：2 

05 把握していない 把握していない 4：6 

06 不明 不明 4：6 

10   1：3 

11 2：8 4 割 1：2 

13 1：9 6 割 3：7 

14 2：8  4：6 

17   3.76：6.24 

18 1：1 4 割 1：3 

19 7：3 9 割 1：2 

20   4：3 

21 5:5  4：6 

22 12：88   
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 来客数増加の工夫 

※道の駅名は匿名 

№ 来客数増加のために工夫している点 

01 キャラクターイベントの実施、インターネットやフェイスブック等の活用。 

02 今年上旬にアンケートを行った。結果を吟味し経営改善に努めていく。 

03 特産品を使用したオリジナル商品を開発し、集客及びリピーターの増加を図る。 

04 指定管理者主催イベントを定期開催。 

05 
この道の駅でしか手に入らない、味わえないなど、他の道の駅との差別化を図ってい

きたい。 

06 
季節ごとのイベントの開催や新事業（いちご狩り）などに取り組んでいる。また、新

聞や FM、インターネット（SNS など含む）などによりイベント情報など広く広告

を出している。 

10 ポイントカードの実施。（スタンプ一杯で 500 円の商品券と交換） 

11 
催事、セール及び企画展示の定期的な実施。物販施設における取扱い商品の品質確

保・品揃えの充実。 

13 お客様を飽きさせないよう、日々新商品の開発等に取り組んでいる。 

16 八ッ場ダム建設に係る工事見学会等の拠点（集合場所）として活用している。 

17 EV 充電器の設置等によるドライバーの利便性の向上。イベント、特売日等の開催。 

18 農家の出荷量を増加させること。 

19 
地域の農産物等、販売品やイベントの充実。利用者の声を月間 200 以上集めて、サ

ービス向上の取組を推進。 

20 
イベント等の事前告知の徹底。スタッフのサービス向上研修等参加によるスキルア

ップ。お客様の声を大事にしたサービスの改善。 

21 
お客様の声を重視、不満・不快・不足などのご意見があれば、従業員で共有し即対策

を講じる。接客の中で、お客様と会話するきっかけを積極的に見出していく。 

22 
創業祭・収穫祭・大鍋まつり・物産展などのイベント開催。農産物直売部出荷者協議

会員と連携した新鮮野菜の提供。 
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 ヒアリング調査 

 道の駅しもつけ 

 

所在地 栃木県下野市薬師寺 3720 番地 1 

コンセプト 下野市の良さを伝えるふれあいの場つくり 

特色 周辺地域では早期に開業となり、先進事例となった道の駅 

写真 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

主なヒアリ

ング内容 
1. 防災拠点について 

 一般国道 4 号に面していることから国が災害時の拠点として位置付

け（輸送基地）、防災倉庫や自家発電がある。 
2. 農産物の仕入れについて 

 直売所で JA を通しているのは米だけ。野菜は出品者が直接出品して

おり、管理運営者である㈱道の駅しもつけが個人とそれぞれ契約。 
 品質を管理するために、出品者が協議会を作り、順番で商品チェック

をしたり申し合わせをしている。足りない商品は、管理運営者が市場で

仕入れている。 
3. 指定管理料と施設使用料、テナント料について 

 市から三セクに指定管理料を支払い、三セクから市へ直売所などの使

用料を納めてもらっているが、満額は納めてもらっておらず、減免して

いる。 
 指定管理料は一昨年の実績を基に決めていたので毎年バラバラだっ

たが、平成 28 年度からは当初からの約束で 3 か年固定とした。 
4. 体験学習室について 

 体験学習室で地元食材を使った料理教室を行っており、人気が高い。 
5. 情報発信施設について 

 当初は、国と市のそれぞれのモニターから情報発信していた。しかし、

市のパネルでいたずらが多く、トラブルが多くなったため、動かしてい

ない。 
6. 建築デザインについて 

 デザインの凝ったものは既製品ではないので特注となり、維持コスト

がかかる。 
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 道の駅ひたちおおた 

 

所在地 茨城県常陸太田市下河合町 1016-1 

経営理念 
常陸太田市における農林畜産業の振興と地域資源を活かした交流人口の拡

大を図り、市域全体での地域産業及び地域活性化の実現に寄与する。 

特色 トマト摘み取りの体験圃場やビュッフェレストランがある道の駅 

写真  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

主なヒアリ

ング内容 
1. 女性をターゲットとした道の駅 

 女性をターゲットとしていることから、子供広場やパン屋、トマトの

摘み取り体験などは女性を意識して取り入れた。 
2. 構成施設について 

体験 
交流室 

移動式キッチンがあり、普段は体験交流室内の収納スペー

スに収納してある。 

飲食 ビュッフェ方式のレストランは女性、フードコートは男性

がターゲット。 

直売所 JA 常陸が運営し、商品は JA 常陸が調達する。レストラン

やフードコートで使用している農産物は、朝農家が届けに

来るものを使用しており、JA 常陸を通していない。 

コンビニ コンビニではあるが、地域のお土産などが置いてある。24
時間運営していたが、夜中の集客は難しいため、朝 5 時か

ら夜 11 時までの営業となった。 

3. 来客のための工夫 
 平日・休日の繁閑比が大きい観光型の道の駅であるため、ツアー会社

との提携など、観光バス立ち寄りのための工夫をしている。 
4. トマトの摘み取り体験について 

 初は苺という意見もあったが、トマトの方が珍しく、年中収穫でき

るし、女性から好まれるということでトマトとなった。 
5. 農業支援・育成の取組 

 現在、農業大学校の卒業生に、ビニールハウスを使ってトマト栽培を

学んでもらっている。短期的な取組としては、大学生が就農体験として

1 週間滞在したりしている。 
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 道の駅常陸大宮～かわプラザ～ 

 

所在地 茨城県常陸大宮市岩崎 717−1 

コンセプト 常陸大宮市の魅力を創造・体感・発信するための場づくり 

特色 久慈川のほとりにある、体験農園や自然との触れ合いを体験できる道の駅 

写真  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

主なヒアリ

ング内容 
1. 施設構成について 

 調理実習室は、加工室が手狭であることから現在、加工室として一時

的に利用している。多目的室の稼働は非常に高く、読み聞かせ等のイベ

ントや会合、ワークショップなどで地元の方が利用している。 
2. 管理運営 

 テナントは直売所の JA と軽食の瑞穂農場であり、それ以外は直営で

ある。直売所で足りない商品は、JA が市場で調達して対応している。

JA は手数料は直接出荷と変わらない。JA が入っていれば営農指導も

してもらえる。 
3. 体験農園について 

 道の駅内の農園には、収穫体験用に何種類もの野菜が植えられている

が、それで儲けようとは考えていない。洋野菜の作付面積を増やすコン

セプトで重点道の駅に選ばれており、試験農場のように栽培している。 
4. 駐車場の充足について 

 オープン当初、混雑が激しい時は、約 7km 離れている役所まで渋滞

が続いた。5 月までそのような状況が続いたことから、近隣の方は渋滞

に巻き込まれないように、道の駅に近寄らなくなった。 
5. 開業準備スケジュール 

 駅長は開業 1 年前に選任し、それから開業準備が始まった。その時点

では目標の売上や客数、ある程度の収支が決まっているだけだった。テ

ナント候補が急に出店できなくなったり、商品の POS 登録が間に合わ

ない、野菜が揃えられない等数々の困難があった。 
6. オープンしてからわかった、建物に関する課題 

 収納スペースが足りず、外にテントを張って倉庫の代わりにしてい

る。事務室内には倉庫の他、両替機や監視カメラ用モニター等も設置す

るため、事務室は広めにとるべき。 
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 道の駅おおつの里 

 

所在地 千葉県南房総市富浦町大津 320 

特色 花摘みやフラワーアレンジメント、果物狩りが体験できる道の駅 

写真 

 

上段： 

花倶楽部 

 

下段： 

枇杷倶楽部 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

主なヒアリ

ング内容 
1. 「道の駅とみうら 枇杷倶楽部」について 

 人口 5 千人の小さな町である富浦町には、当初観光の目玉が無かっ

たので、それならば作れば良いという考えで、道の駅の構想が始まった。

町には枇杷という、他に例があまり無い素材があったので、枇杷を使っ

て地域振興を図る施設が目指された。枇杷倶楽部では廃棄予定の枇杷を

余すところなく使って、商品化している。 
2. 「道の駅おおつの里 花倶楽部」について 

 さらに長く滞在してもらうために、房総地域全体のイメージである花

というキーワードを活かし、花に関する体験ができる機能を作ろうと考

え、「道の駅とみうら 枇杷倶楽部」の姉妹施設として平成 5 年に「花

倶楽部」を整備した。 
3. 一括受注システム 

 枇杷倶楽部は旅行業法における旅行商品取扱いの資格を持っており、

旅行商品の作成と販売ができる。収穫体験等、小さな様々な観光要素を

束ねて日帰りツアーを組み、旅行会社に企画を売ったり、旅行会社と農

家の間を代理して代金収受を行っている。 
4. 花の売り方について 

 花摘み体験の申込者が花倶楽部で受けきれない場合は、提携している

花き農家に受け入れをお願いしている。ただの切り花はほとんど売れ

ず、格安でなければ売れない。自分が行って摘んだという付加価値、ス

トーリーが必要である。年間 3,000 台のバスが訪れるので、40 人/台と

すると単純計算として 12 万人が来訪していることになるが、その内 2
割の方は花、8 割はみかんや枇杷狩りを目的に来る。 

5. 花のオフシーズン 
 夏期は、花倶楽部を休業している。夏期休業中でも作業員がおり、施

設奥にあるビニールハウスで花栽培等を行っている。 
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 先進事例調査のまとめ 

 アンケート結果を参考とすると、敷地面積は 35,000 ㎡以下、建物の延べ床面積は

2,500 ㎡以下が規模の目安となります。 

 道の駅は鴻巣市地域防災計画に位置付けられるなど、防災上の役割が求められること

が多いことから、本市道の駅においても防災上の役割を担うことを検討する必要があ

ります。 

 予測来客数については、ほとんどの道の駅において、実際の来客数と大きな乖離があ

り、来客数や売上高は施設によって様々であることから、道の駅のターゲットや使わ

れ方などを考慮した予測が必要となります。また、管理運営によっては赤字となるこ

ともあるため、収支予測を含めた十分な検討が必要です。 

 指定管理制度に基づく契約変更は容易ではないことから、管理運営に関する契約内容

について、十分検討を進める必要があります。 

 アンケート対象施設と同様に、リピート率を高め、平日にも休日に劣らず集客できる

施設を目指す必要があります。 

 道の駅「ひたちおおた」では、女性をターゲットとした施設づくりを行うことで、ド

ライバーだけでなく、地域に住む女性が平日にも来訪してもらえるように工夫されて

いました。本市道の駅においても、ファミリー層だけでなく、女性を意識した道の駅

を検討することが求められます。 

 道の駅「とみうら」が提供する枇杷製品のように「ここでしか買えないもの」、また、

道の駅「常陸大宮」のように「ここでしか体験できないこと」が、目的地としての道

の駅を成り立たせています。本市道の駅においても、本市に訪れてもらうための第一

歩となるように、「ここでしか」の体験を提供するコンテンツが求められます。 

 道の駅「おおつの里」のように、花だけでは採算性を成立させることは難しいので、

複数のコンテンツを組み合わせることで集客性を高める必要があります。 

 施設の整備や運営に関して、アンケートやヒアリングの先進事例を参考にして検討を

進める必要があります。 

 

本市道の駅は、敷地面積は 35,000 ㎡、建物の延べ床面積は 2,500 ㎡の施設を基準と

し、併せて防災上の役割を検討します。 

ドライバーやファミリー層だけでなく、女性客もターゲットとし、ここでしか購入・

体験できないモノ・コトを提供します。また、複数のコンテンツを組み合わせることで

集客性・採算性を高め、先進事例を参考として計画を進めます。 

今後、管理運営に関して詳細な検討を進める必要があります。 
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６．整備方針 

 整備コンセプト 

６-１-１ 整備コンセプト設定方針 
地域課題・問題点を解決する「交流・産業ゾーン」として、一般国道 17 号及び熊谷バイ

パス、上尾道路の交通結節点となる箕田地内エリアにおいて道の駅を整備します。 

 

①地理的・地域的特性及び課題への対応 

埼玉県央広域消防本部と連携した、地震や気象による災害時の防災拠点としての機能

と、長距離ドライバーのための十分な休憩機能が求められています。 

地域の農作物の流通・販路拡大に貢献するとともに、地域産の農産物をＰＲしたり市

内店舗と販促活動をする等、市民が本市道の駅や市内店舗で日常的に購入したくなる商

品や運営を検討します。 

市民の市内滞在機会を増やすため、市民の外食欲求に応えられる施設を目指します。 

また、鴻巣の歴史をコンセプトに取り入れることで、鴻巣らしさをＰＲします。 

本市道の駅はドライバーだけでなく、市民の利用を想定したコンセプトを検討しま

す。 

平成 27 年 10 月に「健康づくり都市」を宣言し、「まちも人も健康」を目指して誰も

が気軽に実践できるウォーキングやラジオ体操の推進、さらに健康運動教室などを実施

しており、道の駅においても健康づくりを推進します。 

 

②地域資源 

市内観光地に訪れてもらうためのきっかけとなる、観光拠点としての役割を担う道の

駅を検討します。また、市の特産物である花や、サイクリング、ウォーキング等をコン

セプトに取り入れることを検討します。 

 

③近年の道の駅のトレンドの考察から 

観光客のニーズに向けた「ゲートウェイ型」及び地域住民のニーズに向けた「地域セ

ンター型」の両方の機能を備えます。また、整備事例を参考として、観光で人を呼び、

特産品で盛り上げ、防災力を強化し、地域の健康を支援する道の駅を目指します。 

 

④先進事例調査 

本市道の駅は、敷地面積は 35,000 ㎡、建物の延べ床面積は 2,500 ㎡の施設とし、併

せて防災上の役割を検討します。 

ドライバーやファミリー層だけでなく、女性客もターゲットとし、ここでしか購入・

体験できないモノ・コトを提供します。また、複数のコンテンツを組み合わせることで

集客性・採算性を高め、先進事例を参考として計画を進めます。 

今後、管理運営に関して詳細な検討を進める必要があります。 
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６-１-２ 整備コンセプトの設定 
コンセプト設定方針を基に、コンセプト案を検討しました。 

 

＜整備コンセプト＞ 

 

 

 かつての宿場町は、宿泊・休憩の他、 も重要な役割として、隣の宿場から運ばれ

てきた公用の荷物や通信物を、次の宿場まで運ぶという物流・通信の役割があり、

人や物流の中継地を担ってきました。鴻巣宿も中山道六十九次の一つです。 

 本市の道の駅は、道の駅自体を楽しめるだけでなく、人と人、人と場所、人とモノ、

人と未来を繋ぐ、現代の宿場町を目指します。 

 ターゲットは女性とファミリーを中心とした、平日でも集客力を備える道の駅を

目指します。 

 農業体験により新鮮な地場野菜や農業への関心を促すだけでなく、季節を通した

花の体験によりゆとりある心を醸成し、健康な身体を育む拠点として、心身がとも

に健康になれる道の駅を目指します。 

 鴻巣をＰＲするショーケースとしての役割だけでなく、地域のコミュニティを形

成するプラットフォームとして、休日だけでなく平日も集客できる道の駅を目指

します。 

  

よみがえる鴻巣宿～花と農と健康を楽しむ人の活動拠点～ 

～人と未来を繋ぐ～ 

体力づくりや出店、就

農支援など、鴻巣で新

しいことにチャレンジ

する機会を提供しま

す。 

～人とモノを繋ぐ～ 

鴻巣産の食材や特産品

など、ここでしか得ら

れないモノを提供しま

す。 

～人と人を繋ぐ～ 

新しい出会い、これま

での関係を深める交流

拠点を目指します。 

～人と場所を繋ぐ～ 

鴻巣の景色や観光スポ

ットなど、鴻巣の美し

い景色や楽しい場所を

紹介します。 
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６-１-３ 導入する機能候補 
 休憩機能：駐車場、トイレ、ベビーコーナー 

一般国道 17 号及び熊谷バイパスを通過するドライバーの休憩施設として、24 時間利

用可能な駐車場とトイレ、ベビーコーナーを整備します。誰もが利用しやすい施設を目指

し、多目的トイレや子供用トイレ、おむつ交換台や授乳室などを設置し、駐車場は停めや

すくゆとりのある計画とします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

道の駅はにゅう 

熊谷 
道の駅予定地 

道の駅いちごの里
よしみ 

(仮)道の駅 
おけがわ 
予定地 

■周辺地域の道の駅(検討中も含む) 

行田 

 道の駅予定地 

鴻巣 道の駅予定地 

関越自動車道 三芳 PA(上り)の 

ベビーコーナー 
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 情報発信機能：休憩所・情報コーナー 

ドライバーが休憩する場を提供するとともに、本市のＰＲ情報及び近隣市の情報を提

供します。見所や観光・イベント情報、歴史等を紹介するパンフレットや書籍を置く本棚

を設置し、観光コンシェルジュを配置するなど、本市だけでなく近隣市の情報も提供する

ことで、地域間の回遊性を向上させます。 

 

 

 

 

 

 

 

 防災拠点機能：広場・イベントスペース 

通常は、ドライバーが軽い運動を行ったり、イベントが行われる場所となります。大規

模地震や台風などの災害時は、ドライバーが帰宅困難となった場合でも数日間滞在でき

るように、生活用品や食料品を備蓄して通過車両の一時避難場所としての役割を担う他、

埼玉県央広域消防本部と連携機能する防災拠点としての機能を担います。 

 

 

 

 

 

 

 

 地域振興機能 

①農産物直売所 

減農薬・減化学肥料により栽培された環境にやさしいお米である「こうのとり伝説米」

をはじめとする鴻巣市産の穀類や、地域で採れた野菜や果実を販売し、新鮮さとともに、

市内産農産物をＰＲする施設を検討します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

道の駅とみうら 道の駅常陸大宮 

道の駅ひたちおおた 子供が遊べる噴水 

道の駅センザキッチン 

農産物直売所 

イベントスペース 

休憩所・情報コーナー 

情報コーナー 
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②物産・特産品販売施設 

鴻巣の花き、和洋菓子、蜂蜜、雛人形、赤物、工

場加工製品などを販売し、鴻巣市の物産・特産品を

ＰＲする施設を検討します。 

 

③新規就農者支援施設 

農業振興を目的としたアグリゾーンを設定し、ビニールハウスで新規就農者が道の駅

の農産物直売所販売に向けた作物を栽培するとともに、来場者が季節の野菜を収穫体験

することを検討します。新規就農者は、一定期間後、農業就労者として独立を目指します。 

 

④飲食施設 

飲食施設として、スポーツカフェを設置することを検討します。フードコートスタイル

とし、川幅うどんやいがまんじゅうなど本市を代表する料理の他、人気のあるファストフ

ードや、「花」と「健康」をイメージしたオーガニックメニューを提供することを検討し

ます。 

フードコート空間に大画面の映像パネルを設置し、通常は鴻巣の観光情報等を放映し

ます。オリンピックや世界大会、鴻巣市出身者が出場する大会等が行われる時にはライブ

中継等を放映し、みんなで応援する等の運営が考えられます。 

フードコート空間の一部は花と緑に囲まれたオープンカフェとし、鴻巣の花き栽培の

ＰＲを行うことを検討します。 

また、飲食施設の一部において、市内外の企業または個人の方が、鴻巣産農産物を用い

て、道の駅で販売する新たなオリジナルのメニューや商品を開発し、製造するための農産

物加工施設を設置することを検討します。ここで作られたメニューや商品が道の駅内で

提供され、売れ行きや利用者の感想により、消費者ニーズに合わせて改良していける等の

事業展開が考えられます。完成後は市内外に販路を広げていけるよう、支援していくこと

を検討します。 

 

 

 

 

 

 

 

⑤体験学習・調理室・コミュニティスペース（料理体験室、健康づくりスペース、会議室・

多目的室） 

「初めてでも参加できる」「共同作業で絆を深める」「かけがえのない仲間ができる」と

いった、地域内外が参加するコミュニティを作り交流を深める場を設置することを検討

します。 

鴻巣の食材を利用した料理教室やパーティイベントなどを行う「料理体験室」、インス

トラクターが指導する室内運動に参加できる「健康づくりスペース」、地域の会合や花や

物産・特産品販売施設 

飲⾷施設 

道の駅とみうら 

飲⾷施設 

道の駅ひたちおおた 
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ハーブを使った体験教室、雛人形の絵付けなどに利用できる「会議室・多目的室」を設置

することを検討します。 

 

 

 

 

 

 

 

⑥子育て支援スペース 

幼児教育が受けられるキッズスペースを設置することを

検討します。知育玩具、農業体験（本市道の駅または市内協

力農家にて実施）＆調理体験、体操・ダンス・リトミック教

室などの体験を検討します。 

 

⑦テナントスペース 

ドライバーが休息するために必要な物品を販売する店舗をテナントとして設置します。

また、期間限定で飲食店や物販店、サービス店を出店できるチャレンジショップを検討し

ます。出店期間終了後は、市内での新規出店を促していくことが考えられます。 

 

⑧ウォーキング＆ランニング＆サイクルステーション 

さきたま緑道や市内ウォーキングコースを利用するウォ

ーカーやランナー、サイクリニストの発着・中継地点を検討

します。発着・中継地点としての利便性を向上するために、

シャワーやロッカー、自転車工具の貸し出しを検討します。

ロッカーは、宅配ロッカーとしての利用も検討します。 

 

⑨地域振興機能用駐車場 

休憩機能利用者用の駐車場とは別に、地域振興機能利用者用の駐車場の設置を検討し

ます。 

 

⑩バス・デマンドタクシー停留所 

様々な交通手段で道の駅に立ち寄れるように、バス及びデマンドタクシーの停留所の

設置を検討します。 

  

会議室・多⽬的室 

料理体験室 

健康づくりスペース 

⼦育て⽀援スペース 

ウォーキング＆ランニング＆ 
サイクルステーション 
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７．施設配置計画 

 施設規模の算定 

７-１-１ 休憩機能 
 駐車場 

①交通量 

平成 30 年 9 月 19 日交通量調査による箕田（北）交差点の 12 時間断面交通量を、平成

27 年度交通センサス一般国道 17 号北本市深井 7 丁目 58 の 12 時間・24 時間交通量の比

率で 24 時間交通量に換算しました。 

 

 

 

 

 

②交通量から予測される必要ます数 

「設計要領（NEXCO）」を参考として必要駐車場台数を算定した結果、小型車 48 台、

大型車 20 台、身体障がい者用 1 台と算出されます。 

 

③必要駐車場面積 

「設計要領（NEXCO）」を参考にすると、小型車の必要駐車場面積は 1,632 ㎡と算出

されます。大型車については、安全性を重視して小型車との動線を分ける必要があること

から、余裕を見て必要駐車場面積の 2.2 倍とした結果、3,536 ㎡と算出されます。 

 

 

 

 

 

④二輪車・自転車用駐輪場 

本施設の前面道路交通量は 30,000 台を下回っているため、二輪車用駐車場は、「設計

要領（NEXCO）」より 4 台分 12.5 ㎡と設定します。自転車用駐輪場も二輪車駐車場と同

じ面積とします。 

 

 

 

 

 トイレ 

トイレ個数は「設計要領（NEXCO）」より、男小 3、男大 2、女 9、身障者 1 とし、必

要面積は 194 ㎡であることから 200 ㎡と設定します。 

  

計画交通量（台/日） 駐車場台数（台） 面積（㎡） 備考

30,000台以上 8 25 2.5m×10.0m＝25.0　小型車2ます相当

30,000台未満 4 12.5 2.5m×5.0m＝12.5　小型車1ます相当

小型 大型 合計 小型 大型 合計

箕田（北）交差点 13,689 2,608 16,297 19,499 4,795 24,294

北本市深井7丁目58 23,913 5,000 28,913 34,063 9,193 43,256

昼間12時間自動車交通量 24時間自動車交通量
観測地点

小型車 大型車 備考

1台当たりの駐車所要面積（㎡） 33.50 180.62
NEXCO設計要領　小型車駐車角90°大型車60°（大型
車は余裕分として2.2倍）

必要駐車場面積（㎡） 1,632 3,536 身体障がい者用駐車場は小型車に含める

計 5,169
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７-１-２ 情報発信施設 
情報発信施設は、無料休憩コーナーを兼ねるものとします。道路管理者整備分の計画台

数は 100 台以下であるため、140 ㎡と設定します。 

 

 

 

 

 

 

７-１-３ 地域振興施設 
 農産物直売施設 

農産物地産地消等実態調査（関東）において、一般的な道の駅直売所の運営者である 3

セクと農協の平均売場面積をみると、203.3 ㎡であり、バックヤード約 20％を考慮して、

必要面積を 260 ㎡とします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 物産・特産品販売施設 

本施設の計画台数は道路管理者・市分併せて 218 台であるため、「設計要領（NEXCO）」

により 200 ㎡と設定します。 

 

 

 

 

 

 

 テナントスペース、チャレンジショップ 

全国FC加盟店協会関連資料集「地元小売店及びコンビニエンス・ストアの概要」（H10.6）

の調査結果では、地元小売店及びコンビニエンス・ストアの売場面積は 100 ㎡前後とな

っています。そのため、バックヤードを 10 ㎡とし、110 ㎡を日用品販売の必要面積とし

ます。 

 

 

 

  

片側駐車ます数（台） 席数 標準的な面積（㎡）
300 80 250
250 60 210
200 60 210
150 40 170

100台以下 30 140

片側駐車ます数（台） ハイウェイショップ（㎡）
300 255
250 230

200 200

150 170
100 160
50 160

区 分

  117.8 
地 方 公 共 団 体   154.7 
第 三 セ ク タ ー   184.8 
農 業 協 同 組 合   221.8 
農業協同組合（女性部、 青年 部）   242.7 
生 産 者 又 は 生 産 者 グ ル ー プ   97.7 
そ の 他   123.6 
第三セクターと農業協同組合の平均   203.3 

関 東 ・ 東 山

１産地直売所当たり
売場面積（㎡）

調査方法 売場面積に関する統計データ
アンケート結果 「100～149㎡」（41.4％）及び「75～99㎡未満」（31.2％）が中心
チェーン本部への聞き取り調査 「店舗の売場面積は100㎡前後が中心」
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 飲食施設・農産物加工施設 

アンケート結果では平均面積が 355 ㎡となっています。飲食施設を選べない高速道路

のサービスエリアと、周辺の飲食施設も選べる道の駅では、飲食施設の使われ方に違いが

ある可能性を考慮し、アンケート結果を参考として、350 ㎡と設定します。 

 

 体験学習・調理室・コミュニティスペース 

アンケート結果を参考として、150 ㎡と設定します。 

 

 子育て支援スペース 

先進事例を参考として、230 ㎡と設定します。 

 

 駐車場（市整備分） 

市整備分の駐車場台数については、1,000 ㎡を超える地域振興施設が集客施設でもある

ことから、「大規模小売店舗を設置する者が配慮すべき事項に関する指針」に基づき必要

駐車台数を算出し、従業員用駐車場を加えた上で、道路管理者整備分との重複を考慮して、

150 台（内身障者用 3 台）と設定します。 

 

 広場・イベントスペース、ガーデン等 

埼玉県では「ふるさと埼玉の緑を守り育てる条例」において、敷地面積 1,000 ㎡以上の

新築を行う場合は、用途地域が定められていない区域では敷地面積の 25％を緑化するこ

とが義務付けられています。そのため、市の整備分の緑化については広場・イベントスペ

ース、ガーデン等で対応します。 
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７-１-４ その他の機能 
 事務室・倉庫 

職員 10 名×5 ㎡/人+倉庫 80 ㎡とすると 130 ㎡となり、アンケート結果とも同規模と

なるため、130 ㎡と設定します。 

 

 ごみの仮置き場・従業員詰所 

「設計要領（NEXCO）」を参考としてごみの仮置き場の面積を求めると、駐車台数が

218 台であるため、50 ㎡、休憩室については 56 ㎡となり合計 104 ㎡となることから、

110 ㎡として設定します。 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 芝生広場・植栽 

埼玉県では、「ふるさと埼玉の緑を守り育てる条例」による建築行為時の緑化計画届出

書の届出制度により、敷地面積 1,000 ㎡以上の新築、増築、改築又は移転を行なう場合

は、条例で定められた面積を緑化する必要があります。 

緑化を要する面積は、用途地域以外では「緑化を要する面積＝敷地面積×0.25」となっ

ており、敷地内地上部の他、屋上、壁面、駐車場を活用することができます。本市道の駅

においては、植栽の他、芝生広場として緑化するものとします。芝、コケその他の地被植

物又は多肉植物による緑化については「緑化面積＝植栽面積×0.9」とすることとされて

いるため、芝生広場の面積を、「緑化を要する面積＝植栽面積×0.9＝敷地面積×0.25」と

なるように設定します。 

 

駐車台数 仮置き場（仕分場含む）
401台以上 別途検討
301～400 80㎡
251～300 60㎡

151～250 50㎡

150台以下 30㎡

駐車台数 床面積 休憩室（畳）の規模 備考
401台以上 別途検討 別途検討
301～400 42㎡ 10.5帖+4.5帖
251～300 38㎡ 9帖+4.5帖

151～250 34㎡ 7.5帖+4.5帖

150台以下 26㎡ 4.5帖+4.5帖

S造平屋建
共用部：玄関、流し台、ガス台、
冷蔵庫設置スペース
設備：空調設備、水道、ガス等

面積（㎡）
ごみの仮置き場 50
清掃員詰所 54

計 104



 

74 
 

 検討区域の位置、敷地規模 

検討区域（計画地）は、大幹線の北側、熊谷バイパスの西側の約 3.0ha と想定します。

本市道の駅の隣接敷地を、農業振興を目的としたアグリゾーンとし、新規就農者が道の駅

の農産物直売所販売に向けた作物を栽培するとともに、来場者が季節の野菜を収穫体験

することを検討します。 

 

 敷地規模 

敷地の規模については、各構成機能の必要面積と敷地形状を考慮し、下記のとおり設定

します。 

 

種別 施設 規模・面積 機能概要等 

休憩機能 駐車場 約 5,200 ㎡ 小型：約 50 台（内、
身体障がい者用 1
台） 大型：約 20 台 

トイレ 約 600 ㎡ 

（建物：約 340 ㎡） 

 

情報発信機能 休憩所・情報コーナー 

防災拠点機能 広場・イベントスペー

ス等 

約 4,200 ㎡  

地域振興施設 販売施設、飲食、地域交

流機能等 

約 3,000 ㎡ 

（建物：約 2,000 ㎡） 

管理事務所を含む 

駐車場 約 5,000 ㎡ 小型：約 150 台（内、
身体障がい者用 3
台） 

緑地 約 4,000 ㎡ 緩衝緑地等 

調整池 約 7,000 ㎡ 深さ 2.0～4.0m 

合計 約 29,000 ㎡  
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 動線計画 

検討区域へのアクセス道路は、安全性を考慮して国道からは直接進入を避け、北側の市

道からの出入口のみとします。 
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 施設配置計画 

 施設配置案 

施設配置案を 3 案検討し、各視点から比較した結果、案１が も合理的であることか

ら、案１を前提として計画を検討します。 

 

敷地想定規模 約 3.0ha 
配置案 案１ 案２ 案３ 

配置イメージ 

 
 

 

プランの概要 

･敷地の北西側に地域振興

施設を配置し、調整池を

南側に配置したもの。 

･一般国道 17 号熊谷 BP
と平行に地域振興施設を

配置し、調整池を南側に

配置したもの。 

･一般国道 17 号熊谷 BP
沿いに地域振興施設を配

置し、調整池を西側に配

置したもの。 

建物配置 

･地域振興施設の正面が明

確であり、バックヤード

の利用が可能となる。 
･地域振興施設、休憩施設

が広場を囲うように配置

してあるため、一体的に

利用できる。 

･地域振興施設の正面が明

確であり、バックヤード

の利用が可能となる。 
･地域振興施設、休憩施設

が広場を囲うように配置

してあるため、一体的に

利用できる。 

･建物による集客効果をね

らう場合、通過車両にア

ピールしやすい。 
・地域振興施設の正面の

配置に配慮が必要とな

る。 
･地域振興施設、休憩施

設、広場が一直線に配置

してあるため、一体的な

利用がしづらい。 
出入口 

（一般国道 17
号熊谷 BP への

渋滞の影響） 

･一般国道 17 号熊谷 BP
から距離があるため、市

道での渋滞緩和を考慮し

ている。 

･一般国道 17 号熊谷 BP
から距離があるため、市

道での渋滞緩和を考慮し

ている。 

･一般国道 17 号熊谷 BP
から距離が短くなるた

め、交差点での渋滞が懸

念される。 
一般国道 17 号

熊谷 BP 車線か

らの視認性 

･駐車場の利用状況が道路

から把握しやすい。 
･駐車場の利用状況が道路

から把握しやすい。 
･駐車場の利用状況が道路

から把握しづらい。 

調整池の影響 

･調整池が敷地南側にある

ため、現在の高低差をそ

のまま活用できる。 

･調整池が敷地南側にある

ため、現在の高低差をそ

のまま活用できる。 
･調整池が不整形となる。 

･調整池が敷地西側にある

ため、排水勾配の変更が

必要である。 

アグリゾーンへ

のアクセス 

･地域振興施設と近いた

め、アグリゾーンが利用

しやすい。 

･地域振興施設と近いた

め、アグリゾーンが利用

しやすい。 

･地域振興施設との間に駐

車場や調整池があるた

め、アグリゾーンが利用

しづらい。 
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 配置計画（案）（土地利用イメージ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※配置計画は、今後の検討で変更する可能性があります。 

 

大型車 
駐車場 

小型車 
駐車場 

防災拠点施設 

小型車 
駐車場 

調整池 

アグリゾーン 

【新規就農、農業体験】 

（イチゴ、トマトなど） 

アグリゾーン 

【新規就農、農業体験】 

（イチゴ、トマトなど） 

凡  例 

 計画地 

 敷地内大型車動線 

 敷地内小型車動線 

至熊谷 

至さいたま 

地域振興施設 

情報発信施設 

休憩施設 

・地域振興施設の正面
が明確である。 

・地域振興施設、休憩施
設が広場を囲うように
配置してあるため、一
体的に利用できる。 

・調整池が敷地南側にあ
るため、現在の高低差
をそのまま活用できる。 

・地域振興施設と近いた
め、アグリゾーンが利
用しやすい。 

・駐車場の利用
状況が国道 17
号熊谷 BP から
把握しやすい。 

・国道 17 号熊谷 BP から
距離があるため、市道
での渋滞緩和を考慮し
ている。 
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 建築面積 

建物面積については、各構成施設の必要面積を考慮し、下記のとおり設定します。 

 

■建築物施設規模 

種別 施設 規模・面積 機能概要等 

情報発信施

設、休憩施

設 

トイレ 約 200 ㎡  

休憩所・情報コーナー・ベビーコ

ーナー 
約 140 ㎡ 

 

小計 約 340 ㎡  

地域振興施

設 

販売施設 農産物直売施設 約 260 ㎡  

物産・特産品販売施
設 約 200 ㎡  

テナントスペース、
チャレンジショップ 約 110 ㎡  

飲食施設・農産物加
工施設 約 350 ㎡  

地域交流

施設 
体験学習・調理室・
コミュニティスペー
ス 

約 150 ㎡ 

会議室、料理体験室、体
験工房・研修室、ヨガ・
ストレッチスタジオ、多
目的室 等 

子育て支援スペース 約 230 ㎡  

ウォーキング＆ラン
ニング＆サイクルス
テーション 

約 90 ㎡ 

シャワー、大型ロッカ
ー、ロードバイク組み立
て・整備スペース 等 
（一部屋外部分） 

管理施設 事務所・倉庫 約 130 ㎡  

ごみの仮置き場・従
業員詰所 約 110 ㎡  

農作物洗い場・農機
具格納庫 約 200 ㎡  

小計 
約 2,000 ㎡ 

（1,830 ㎡） 

 

 

 建築物配置の考え方 

 施設を「情報発信施設、休憩施設」、「販売施設」、「地域交流施設」、「管理施設」に分類

し、広場・イベントスペースを囲うように建築物を配置します。 

 ドライバーの休息のための施設として主に活用する「情報発信施設、休憩施設」とテナ

ントスペースは近接して配置します。 

 飲食施設は、緑地や広場の一部をオープンカフェとして活用できるように配置します。 

 農作業洗い場・農機具格納庫は、アグリゾーン（隣接敷地）での収穫や作業準備の場と

して活用できるように配置します。 

 ウォーキング＆ランニング＆サイクルステーションは、開放的な空間を確保します。 
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 インフラ計画 

 給水計画 

給水については、大幹線排水路を挟んだ先の配水管（DIPφ200）より引込みを行う計

画とします。 

 

 

 汚水排水計画 

整備予定地は市街化調整区域ではありますが、北鴻巣駅を中心とした市街化区域に隣

接しています。整備予定地の南側に汚水本管が設置されている為、浄化槽設置と公共下水

道に接続する方法が考えられます。 
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①浄化槽 

浄化槽の対象人員の算定は、建築物の用途別の屎尿浄化槽処理対象人員算定基準（JIS 

A3302-2000）により算出しました。 

 

■建築物の用途別による屎尿浄化槽処理対象人員算定基準 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本施設は道の駅であることから駐車場関係・サービスエリアに該当し、道路管理者整備

部分を便所（売店なしＰＡ）、市整備部分を売店（観光部）として、それぞれのＰ（駐車

ます数）よりｎ（人員）を求めました。 

 

■人員算定表 

整備区分 
Ｐ（駐車ます） 

算定式 ｎ（人員） 備 考 
小型 大型 

鴻巣市 150 ― 2.81×150 422  

道路管理者 49 20 2.55×（49+20） 176  

合計    598  

この算定により、浄化槽の規模は 500 人以上の槽となります。 
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②公共下水道 

公共下水道への接続は、計画地南側にある大幹線排水路を下越しさせて接続させる必

要があります。大幹線排水路は深さ約 2.0ｍ程度であり、接続先の汚水本管は 7.0ｍほど

の土被りです。この為、汚水管を推進工法等により大幹線排水路を下越しさせ、公共下水

道に接続させることは十分可能であると考えられます。 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  図-4「公共下水道接続計画図」 

 

 

以上の経済比較等を踏まえ、「道の駅」から排出される汚水排水の処理の確実性の担保

を目的とし、公共下水道への接続（区域外流入）を見込む計画とします。 

 

  



 

82 
 

 雨水排水・調整池計画 

道の駅の開発に伴い増加する雨水の地区外への流出量を抑制するため、鴻巣市開発指

導要綱、埼玉県雨水流出施設の設置などに関する条例に基づき、区域内に雨水流出抑制施

設として調整池を設置する必要があります。 

 

①調整池計画の基本方針 

 調整池は、放流先である大幹線排水路と隣接するよう当該地区の南側に配置します。 

 調整池は、管理区分（道路管理者・市）に分けて 2 箇所に設置します。 

 調整池は、掘り込み式とします。 

 計画水位（H.W.L）に対する余裕高は 0.30ｍとします。 

 

②必要調整容量の算定 

計画地は、図-1 に示すとおり、県北ブロック Va＝700 ㎥/ha に流域面積を乗じて必要

対策量を求めます。また、計画地は、図-2「湛水区域想定図」に示すとおり、湛水区域に

該当していることから、水深 0.50～0.75 の平均値 0.625 とします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図-1「地域別調整容量図」 

  

鴻巣市 
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図-2「湛水想定区域図」 

 

  

※調整池容量の算定（道路管理者） 

[雨水流出増加行為]     地区面積 1.22ha×地域別調整容量 700 ㎥/ha=854 ㎥ 

[湛水区域]         (地区面積 1.22ha-非盛土面積 0.38ha）×平均水深 0.625m＝5,250 ㎥  

[調整池容量]         854+5,250＝6,104 ㎥ 

※調整池容量の算定（市） 

[雨水流出増加行為]      地区面積 1.74ha×地域別調整容量 700 ㎥/ha=1,218 ㎥ 

[湛水区域]         (地区面積 1.74ha-非盛土面積 0.32ha）×平均水深 0.625m＝8,875 ㎥ 

[調整池容量]         1,218+8,875＝10,093 ㎥ 

計 画 地 
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８．整備及び管理・運営手法 

 一体型・単独型について 

「単独型」は、市町村等が道の駅を単独で整備するもので、地域振興施設等に加え、駐

車場等も市町村等が整備するタイプです。「一体型」は、地域振興施設等を市町村等が、

駐車場等の一部を道路管理者（本市道の駅においては道路管理者）が整備するタイプです。 

本市の道の駅では主要幹線道路である一般国道 17号や熊谷バイパス及び将来的には上

尾道路に近接することとなり、国道の通過車両の利用が多く見込まれます。本市の道の駅

は、道路管理者とともに整備を推進する「一体型」の道の駅を目指します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 整備手法の整理 

 公共整備（従来方式） 

設計、建設、維持管理、運営という各業務を分割し、設計者、施工者を年度ごとにそれ

ぞれ選定・発注する方式で、公共事業では も一般的な方式です。事業の実施に必要な資

金は補助金、起債、独自財源から調達します。 

 

 

 

 

 

 

 

従来の公共事業の仕組み 

資料：内閣府 HP 

 ＰＦＩ 

PFI とは、設計、建設、維持管理、運営の全ての業務を長期の契約として一括して SPC

（特定目的会社：特定の事業推進のためだけに設置される法人）に委ねるものです。従来

型の公共事業では、地方公共団体が自ら事業に携わってきましたが、PFI では地方公共団

体は監視役として事業を確認することとなります。監視に当たっては、金融機関も定期的

にモニタリングを行います。 

出典：国土交通省 HP 
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PFI は公共事業の一般的な手法である仕様発注方式ではなく、性能発注方式を採用し

ています。仕様発注方式では発注内容や実施手法等について詳細に規定しますが、性能発

注方式は、発注者が満たすべきサービス水準や保証事項等の性能を詳細に規定するもの

です。性能発注は、民間の自由裁量を拡大することで事業推進の効率化を期待するととも

に、行政が負うリスクを民間に移管するもので、民間はそのリスクに見合う経済的なリタ

ーンを期待します。 

SPC の設計や建設費用等の開発時期に必要な資金は、事業のキャッシュフローから生

み出される収益のみを返済原資とする「プロジェクトファイナンス」によって調達します。

キャッシュフローは地方公共団体からのサービス購入費や延払いであり、地方公共団体

にとっては財政負担を平準化できる効果があります。SPC にとっても、親会社の保証に

頼ることなく資金調達できるため、事業推進しやすいというメリットがあります。 

ただし、事業者との契約に至るまでは、契約内容や合法性、リスク分担、コスト分担な

どの、官民間での調整や、地方自治体内における PFI 事業への理解・合意形成に時間が

かかる可能性があります。また、契約内容にもよりますが、長期修繕については予測でき

ない事態が生じる可能性があるため、別途検討する必要があります。 

 
PFI の仕組み       出典：国土交通省 HP 

 

 ＤＢＯ 

DBO（Design-Build-Operate）とは、地方公共団体が資金調達し、設計、建設、運営

を一括して民間に委託する方式です。行政が補助金や交付金、起債、一般財源等から資金

調達を行うため、調達に係るコストは PFI と比較して小さくなります。DBO では民間事

業者は運営段階を見越して設計・建設を行う性能発注方式であるため、コストパフォーマ

ンスの高い施設の建設が可能となり、維持管理、運営についても長期的な効率性が図られ

ることが期待できます。 

金融機関によるモニタリングが無いため、サービスが硬直化する可能性がありますが、

行政側の意向による柔軟な契約内容の変更を行いにくい点が懸念されます。 
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DBO の仕組み      出典：国土交通省 HP 

 本市道の駅で採用する整備手法 

PFI や DBO は、民間活力を活用する目的から、民間裁量の自由度を高めるために性能

発注方式となっているため、契約以降の事業推進の主導権は、民間企業に委ねることにな

ります。一方、本市道の駅のコンセプトの実現にあたっては、様々な地域資源の活用やＰ

Ｒ、地元組織との連携など、多岐にわたる地域コンテンツについて時間をかけた調整が必

要です。地域との調整においては不確定要素が多く、検証と実践のサイクルを適切に実施

するためには、行政が主体的に係わって事業を推進する必要があることから、本市道の駅

においては公共整備で進めることが望ましいと考えられます。（8-3 管理運営方針と合わ

せ、詳細の調査は行います） 

 

■整備手法の比較 

 期待できること 課題になる可能性があること 

公共整備 ・事業期間を も短くすることが可

能。 

・計画内容に発注者の意向を反映さ

せやすい。 

・設計、施工を個別に発注するため、

段階に応じて柔軟な業務の発注、実

施、対応が可能。 

・設計・施工を個別に発注する為、事

業費の縮減 が限定的となる可能性

がある。 

ＰＦＩ ・地方公共団体にとっては財政負担

を平準化できる。 

・SPC は事業のキャッシュフローか

ら生み出される収益のみを返済原

資とする「プロジェクトファイナン

ス」によって調達するため事業推進

しやすい。 

・契約内容や合法性、リスク分担、コ

スト分担などの、官民間での調整

や、地方自治体内における PFI 事

業への理解・合意形成に時間がかか

る。 

・長期修繕については予測できない

事態が生じる可能性があるため、別

途検討が必要。 
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ＤＢＯ ・行政が補助金や交付金、起債、一般

財源等から資金調達行うため、調達

に係るコストは PFI と比較して小

さくなる。 

・民間事業者は運営段階を見越して

設計・建設を行う性能発注方式であ

るため、コストパフォーマンスの高

い施設の建設が可能となり、維持管

理・運営についても長期的な効率性

が図られる。 

・金融機関によるモニタリングが無

いため、サービスが硬直化する可能

性がある。また、行政側の意向によ

る柔軟な契約内容の変更を行いに

くい。 

 

 管理運営の方針 

 利用イメージ 

道の駅の利用者は、「地域住民」「観光客」「業務用通過車両」に大きく分けられます。

各利用者の利用イメージは次のとおりです。 

利用者層や利用者数に応じた商品管理や駐車場管理、イベント、従業員の配置等を検討

します。 

 

①地域住民 

「仲間と集いに来る」「体を動かしに来る」「憩いに来る」など、地域の方が日常的に利

用できる運営を目指します。 

 

②観光客 

平日は、シニア世代や外国人観光客など平日に時間にゆとりのある地域外の方を想定

します。休日はその層に加え、平日勤労者など全ての地域外の方が対象となります。その

ため、本市の道の駅ならではの体験や商品を訴求し、差別化を図ります。 

 

③業務用通過車両 

業務用通過車両のドライバーは就業中であるため、道の駅はその支援サービスが期待

されます。トイレや道路情報の他、短い休憩時間でも利用可能な飲食機能やシャワー等入

浴機能等の利便施設を、清潔な状態で提供します。 
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 管理運営方式 

前述のとおり「一体型」での整備を前提とすると、下表の管理運営方式が挙げられます。

公共負担の軽減や、民間活力による集客・経費削減のための創意工夫が期待できる指定管

理者制度が望ましいと考えられます。 

 

■管理運営方式の比較 

 
概要 期待できること 

課題になる可能性

があること 

直営方式 市が直接運営を担う。管理

運営に関する責任は行政が

負う。施設の設置・警備等の

一部業務を市が外部に委託

する場合も含まれる。 

･管理運営責任が明確で、

信頼性・継続性が高い。 

･行政目的に沿った管理

運営を行いやすい。 

･柔軟な雇用形態

が難しい。 

･施設運営のノウ

ハウが少ない。 

管理委託制

度 

市の管理権限及び責任のも

と、委託契約として予め決

められた範囲の業務内容

を、具体的な事務又は業務

として受託者が執行し、管

理を行う。 

･仕様書によってサービ

ス内容をコントロール

できる。 

･受託者のノウハ

ウが活かしにく

い。 

指定管理者

制度 

施設の使用許可権限や利用

料金収受など、管理に関す

る権限を指定管理者に委任

し、受託者が施設を包括的

に管理運営する。 

･多様化する住民ニーズ

に効果的・効率的に対応

できる。 

･民間のノウハウ・能力を

活用できる。 

･住民サービスの向上や

経費の節減が期待でき

る。 

･利用料金制が導入でき

れば、さらに収入増や経

費削減できる。 

･契約期間が限定

されることから、

長期的展望に立

った継続的な取

組や安定経営が

困難。 

･ノウハウが蓄積・

継続しないリス

クがある。 

 

 清掃・修繕の考え方 

日常的な清掃・修繕については、道の駅の管理者が行います。今後、日常業務としての

業務内容や人員構成等を検討する必要があります。指定管理者とする場合は一定期間ご

との更新となるため、長期修繕費用や突発的に必要となる修繕費用を、指定管理契約と切

り離して道の駅の収益から基金として積み立てるなど、長期修繕への備えについて検討

します。 

 

 テナント運営管理 

テナントの運営管理業務として、テナントとの契約に関することや、利用者数及び売り
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上げの把握の他、必要に応じて営業指導を行う必要があり、詳細について検討します。 

 

 販売促進活動 

多くの方に利用していただくために、開業前及び開業後において、広く周知を図ること

が必要であり、その周知の方法（時期、媒体等）について検討する必要があります。また、

利用者数に大きな影響を与えるイベントは、準備が必要となることから、年間を通して計

画を予め作成することが必要です。また、販促活動は他道の駅や他施設とも連携して行う

ことで、地域への集客効果を高める工夫を検討します。 

 

 防災拠点機能 

埼玉県央広域消防本部との連携機能については、埼玉県の防災関係部局とも調整を図

りながら、連携内容や必要施設について、協議を進めていきます。 

 

 農産物直売所 

農産物直売所では、市内を中心とした地域農産物を販売します。農産物の仕入れ及び生

産者への指導・調整は JA に依頼することを検討します。 

本市は平成 17 年に旧川里町と合併したことから、市内には「JA さいたま」と「JA ほ

くさい」の２つの農業協同組合が存在します。それぞれの JA の長所を活かし、品揃えの

充実に取り組む体制を検討します。 

 

 新規就農者支援施設 

ビニールハウス等で栽培する農作物の種類や、新規就農者の育成体制等について検討

します。 
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９．事業化に向けた留意事項 

 事業推進スケジュール 

   

90 

区分 項目

管理運営計画

整備計画（基本設計・実施設計）

道路管理者との協議

交通協議（県警）

農振除外、転⽤申請・許可

鴻巣市開発事業指導要綱による事前協議 申請・完了
開発⾏為⼜は建築等に関する証明交付申請・証明

建築確認申請・許可

⽤地取得

敷地造成⼯事

各施設建設⼯事

管理運営事業者の選定・準備

⽣産・販売計画⽴案・商品開発

各施設使⽤協議・契約
※⽤地取得、関係機関等の協議状況によりスケジュールが変わることがあります。

1年目 2年目 3年目 4年目 6年目 7年目以降5年目

計
画
・

設
計

道
の
駅
 
オ
ー
プ
ン

関
係
機
関
協
議

用
地
・
建
設

管
理
・
運
営
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 開業までの留意事項 

本基本計画の策定後、開業に向け、次に示す事項について検討及び調整を進める必要が

あります。 

 

○ コンセプトを具現化するための管理運営計画 

○ 管理運営内容を反映した施設計画の具体化 

○ 整備・管理運営に係る資金調達 

○ 配置計画、管理区分等に関する道路管理者との調整 

○ 交通に関する県警との協議 

○ 用地取得に係る調整、手続き 

○ 地域内農業者や民間企業との連携体制の構築 

○ 出荷・納入体制の構築 

○ 外国人観光客のニーズが高いサービスの提供 
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 関係法令等の整理 

 農業振興地域制度 

①制度の目的 

「農業振興地域の整備に関する法律」に基づく制度であり、総合的に農業の振興を図る

ことが必要であると認められる地域について、農業の健全な発展を図るとともに、国土資

源の合理的な利用に寄与することを目的としています。 

 

②制度の仕組み 

農林水産大臣は、食料・農業・農村政策審議会の意見を聴いて農用地等の確保等に関す

る基本指針を策定します。都道府県知事は、農林水産大臣と協議し、基本指針に基づき農

業振興地域整備基本方針を定め、これに基づき農業振興地域を指定します。指定を受けた

市町村は、知事と協議し、農業振興地域整備計画を定めます。 

農業振興地域整備計画で農用地利用計画を定め、農用地等として利用すべき土地の区

域（農用地区域）及びその区域内にある土地の農業上の用途区分を定めます。農用地区域

として指定された農地の転用は、農用地利用計画において指定された用途に供する場合

以外認められず、開発行為の制限等の措置がとられます。 

農用地利用計画の変更（農用地区域からの当該農地の除外）が必要と認められる場合は、

農用地利用計画の変更をした上で農地法による転用許可を得る必要があります。 

 

 農地転用許可制度 

①制度の目的 

「農地法」に基づく制度であり、食料供給の基盤である優良農地の確保という要請と住

宅地や工場用地等非農業的土地利用という要請との調整を図り、かつ計画的な土地利用

を確保するという観点から、農地を立地条件等により区分し、開発要請を農業上の利用に 

支障の少ない農地に誘導するとともに、具体的な土地利用計画を伴わない資産保有目的

又は投機目的での農地取得は認めないこととしています。 

 

②制度の仕組み 

農地を転用（農地以外のものにすることをいいます。）する場合又は農地を転用するた

め権利の移転等を行う場合には、原則として都道府県知事又は指定市町村の長の許可が

必要です。本市の場合は埼玉県知事の許可が必要となります。なお、市町村（指定市町村

を除く。）が土地収用法対象事業のために転用する場合（学校、社会福祉施設、病院又は

庁舎のために転用する場合を除く。）は許可不要となります。 

許可にあたっては、(i)立地基準、(ii)一般基準に基づき、許可、不許可の判断を行うこ

ととされています。 

(i)立地基準 

農地をその優良性や周辺の土地利用状況等によって次のとおり区分し、転用を農業上

の利用に支障が少ない農地へ誘導することとしています。 
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区分 営農条件、市街地化の状況 許可の方針 

農用地区域

内農地 

市町村が定める農業振興地域整備計

画において農用地区域とされた区域

内の農地 

原則不許可 

（市町村が定める農用地利用計

画において指定された用途（農 

業用施設）等のために転用する場

合、例外許可） 

甲種農地 市街化調整区域内の土地改良事業等

の対象となった農地（8 年以内）等、

特に良好な営農条件を備えている農

地 

原則不許可 

（土地収用法の認定を受け、告示

を行った事業等のために転用す

る場合、例外許可） 

第 1 種農地 10 ヘクタール以上の規模の一団の農

地、土地改良事業の対象となった農地

等良好な営農条件を備えている農地 

原則不許可 

（土地収用法対象事業等のため

に転用する場合、例外許可） 

第 2 種農地 鉄道の駅が 500m 以内にある等、市

街地化が見込まれる農地又は生産性

の低い小集団の農地 

農地以外の土地や第3種農地に立

地困難な場合等に許可 

第 3 種農地 鉄道の駅が 300m 以内にある等、市

街地の区域又は市街地化の傾向が著

しい区域にある農地 

原則許可 

 

(ii)一般基準（立地基準以外の基準） 

許可申請の内容について、申請目的実現の確実性（土地の造成だけを行う転用は、市町

村が行うもの等を除き不許可）、被害防除措置等について審査し、適当と認められない場

合は、許可できないこととなっています。 

 

 都市計画法（開発許可） 

①制度の目的 

開発許可制度は、公共施設等の整備や防災上の措置を講ずることを義務付けるなど良

好な宅地水準を確保すること、都市計画などに定められた土地の利用目的に沿って開発

行為が行われることにより立地の適正性の確保を図ることという二つの役割を有してい

ます。 

 

②制度の仕組み 

都市計画法第 29 条において、開発行為を行おうとするものは、許可権者による許可を

事前に受けなければならないとされています。計画地が市街化調整区域にある場合は、規

模に関係なく許可が必要となります。開発許可を申請する際には、あらかじめ、開発行為

に関係のある公共施設の管理者の同意を得、かつ当該開発行為または当該開発行為に関

する工事により設置される公共施設を管理することとなる者等と協議しなければなりま

せん。ここでいう公共施設には道路、下水道、水路、消防の用に供する貯水施設等が含ま
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れます。 

開発許可の申請にあたっては、法第 33 条に定める技術基準に適合する必要がある他、

計画地が市街化調整区域にある場合は、法第 34 条の立地基準のいずれかに適合する必要

があります。 

 

 文化財保護法 

①制度の目的 

文化財保護法は、文化財の保存・活用と、国民の文化的向上に資するとともに、世界文

化の進歩に貢献することを目的としています。 

 

②制度の仕組み 

文化財保護法では、周知の埋蔵文化財包蔵地において土木工事などの開発事業を行う

場合には，都道府県・政令指定都市等の教育委員会に事前の届出等（文化財保護法 93・

94 条）を、また新たに遺跡を発見した場合にも届出等を行うよう求めています（同法 96・

97 条）。出土した遺物（出土品）は所有者が明らかな場合を除き、発見者が所管の警察署

長へ提出することになっています（同法 100 条）。 

土木工事等の開発事業の届出等があった場合、都道府県・政令指定都市等の教育委員会

はその取扱方法を決めます。そして協議の結果、やむをえず遺跡を現状のまま保存できな

い場合には事前に発掘調査を行って遺跡の記録を残し（記録保存）、その経費については

開発事業者に協力を求めています（事業者負担）。ただし、個人が営利目的ではなく行う

住宅建設等、事業者に調査経費の負担を求めることが適当でないと考えられる場合には、

国庫補助等、公費により実施される制度があります。 

 






